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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

 

回次 第28期 第29期 第30期 第31期 第32期

決算年月 平成26年12月 平成27年12月 平成28年12月 平成29年12月 平成30年12月

売上高 (千円) 30,217,103 28,361,152 29,301,319 29,206,302 28,638,528

経常利益又は
経常損失（△)

(千円) △367,424 △2,680,211 △430,163 848,027 84,802

親会社株主に帰属する
当期純利益又は
親会社株主に帰属する
当期純損失（△)

(千円) △3,954,961 △2,689,763 111,345 1,131,679 211,484

包括利益 (千円) △4,336,253 △2,883,288 475,671 1,006,826 147,932

純資産額 (千円) 6,310,709 3,352,269 3,480,481 4,476,102 4,657,091

総資産額 (千円) 23,481,122 20,153,006 21,007,992 20,992,603 22,675,431

１株当たり純資産額 (円) 51.79 24.91 29.27 38.50 40.09

１株当たり当期純利益
又は当期純損失（△）

(円) △36.33 △24.66 1.02 10.38 1.93

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) ― ― 1.02 10.36 1.90

自己資本比率 (％) 24.0 13.5 15.2 20.0 19.4

自己資本利益率 (％) ― ― 3.8 30.6 4.9

株価収益率 (倍) ― ― 56 6 45

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △168,941 △125,974 406,527 1,646,489 △806,147

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △838,491 239,702 △197,499 △341,796 △1,145,588

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 72,886 291,299 △114,908 △633,359 951,717

現金及び現金同等物の
期末残高

(千円) 3,868,164 4,153,755 4,164,380 4,671,861 3,599,921

従業員数
(外、平均臨時雇用者数)

(人)
2,022 1,865 1,712 1,621 1,686
(67) (75) (69) (53) (49)

 

(注) １  売上高には消費税等は含まれておりません。
２　第28期及び第29期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株

当たり当期純損失金額であるため記載しておりません。
３　第28期及び第29期の自己資本利益率及び株価収益率については、当期純損失を計上しているため記載してお

りません。
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(2) 提出会社の経営指標等

 

回次 第28期 第29期 第30期 第31期 第32期

決算年月 平成26年12月 平成27年12月 平成28年12月 平成29年12月 平成30年12月

売上高及び営業収益 (千円) 4,925,328 3,963,395 4,914,059 4,410,257 4,368,873

経常利益又は
経常損失(△)

(千円) △476,322 △2,641,805 △803,064 171,987 △805,009

当期純利益又は
当期純損失(△)

(千円) △1,764,866 △5,571,355 △489,087 244,371 △630,911

資本金 (千円) 9,985,004 9,987,687 9,987,687 9,988,297 10,012,040

発行済株式総数 (株) 109,014,545 109,059,545 109,059,545 109,079,545 109,632,545

純資産額 (千円) 9,725,477 4,131,118 3,294,570 3,527,736 2,929,882

総資産額 (千円) 18,590,470 14,492,148 13,738,561 14,039,324 13,808,475

１株当たり純資産額 (円) 83.49 32.42 27.94 30.19 24.71

１株当たり配当額
(内、１株当たり
中間配当額)

(円)
(円)

― ― ― ― ―
(―) (―) (―) (―) (―)

１株当たり当期純利益
又は当期純損失(△)

(円) △16.21 △51.09 △4.48 2.24 △5.76

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) ― ― ― 2.24 ―

自己資本比率 (％) 49.0 24.4 22.2 23.5 19.6

自己資本利益率 (％) ― ― ― 7.7 ―

株価収益率 (倍) ― ― ― 29 ―

配当性向 (％) ― ― ― ― ―

従業員数
(外、平均臨時雇用者数)

(人)
52 34 27 24 35
(3) (2) (1) (―) (―)

 

(注) １  売上高及び営業収益には消費税等は含まれておりません。

２ 第28期、第29期、第30期及び第32期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、潜在株式は存在するものの

１株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

３ 第28期、第29期、第30期及び第32期の自己資本利益率及び株価収益率は、当期純損失を計上しているため記

載しておりません。
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２ 【沿革】

当社グループ(当社及び連結子会社、以下同じ)の経緯は以下のとおりであります。

 

年月 概要

昭和62年３月 システム・プラス株式会社が設立され、LAN製品の開発、販売を開始

昭和62年９月 アライドテレシス株式会社に社名変更

昭和62年10月 アメリカに Allied Telesyn International Corp. (現 Allied Telesis Inc.)を設立

平成３年１月 ドイツに Allied Telesyn International GmbH （現 Allied Telesis International GmbH）を設立

平成３年２月 シンガポールに Allied Telesyn International (Asia) Pte Ltd. （現 Allied Telesis
International (Asia) Pte Ltd.）を設立

平成７年３月 オランダに Allied Telesyn International B.V. （現 Allied Telesis International B.V.）
を設立

平成７年６月 オーストラリアに Allied Telesyn International (Australia) Pty. Ltd. （現 Allied
Telesis International (Australia) Pty. Ltd.）を設立

平成７年10月 香港に Allied Telesyn International (Hong Kong) Ltd. （現 Allied Telesis (Hong Kong)
Ltd.）を設立

平成８年８月 神奈川県横浜市に株式会社コレガを設立

平成９年５月 中国に Allied Telesis (China) Ltd. を設立

平成12年６月 韓国に Allied Telesyn Korea Co., Ltd. （現 Allied Telesis Korea Co., Ltd.）を設立

平成12年７月 東京証券取引所市場第二部に上場（証券コード：6835）

平成12年８月 ニュージーランドに開発拠点 Allied Telesyn Research Ltd. （現 Allied Telesis Labs Ltd.）
を設立

平成13年３月 フィリピンにソフトウェアの開発拠点 Allied Telesyn Philippines Inc. （現 Allied Telesis Labs
(Philippines),Inc.）を設立

平成13年３月 品質マネジメントシステムの国際規格「ISO 9001」認証をシンガポールの製造拠点Allied Telesis
International (Asia) Pte., Ltd. において取得

平成13年６月 環境マネジメントシステム(EMS)の国際規格「ISO14001」認証をシンガポールの製造拠点Allied
Telesis International(Asia) Pte.,Ltd. において取得

平成13年10月 アメリカに開発拠点 Allied Telesyn Netowrks Inc.（Allied Telesis Labs Inc.に社名変更）
を設立

平成14年２月 スペインに Allied Telesyn International S.L.U. （現 Allied Telesis International S.L.U.）を
設立

平成14年５月 中国にAllied Telesis (Dongguan) Ltd. を設立

平成14年７月 品質マネジメントシステムの国際規格「ISO 9001」認証を中国の製造拠点Allied Telesis (Dongguan)
Ltd. (現在はAllied Telesis (Dongguan) Electronic Co. Ltd.にて更新）において取得

平成14年10月 ニュージーランドに Allied Telesyn New Zealand Ltd. （現 Allied Telesis New Zealand Ltd.）を
設立

平成16年２月 中国の製造拠点 Allied Telesis (Dongguan) Ltd. で環境マネジメントシステム(EMS)認証
「ISO 14001」を取得

平成16年７月 持株会社制移行に伴いアライドテレシス株式会社をアライドテレシスホールディングス株式会社に社
名変更

 新会社、アライドテレシス株式会社、株式会社アライドテレシス開発センター（現 株式会社アライド
テレシス総合研究所）を設立

平成16年７月 香港に Allied Telesyn Hong Kong Ltd. （現 Allied Telesis Sales & Marketing (Hong Kong)
Ltd.）を設立

平成16年11月 香港に Allied Telesyn Asia Pacific Ltd. を設立

平成16年12月 シンガポールに Allied Telesyn South Asia Pte. Ltd.（現 Allied Telesis Asia Pacific Pte.
Ltd.） を設立

平成17年３月 アライドテレシスホールディングス株式会社が、株式交換によりルート株式会社を完全子会社化

平成17年５月 アメリカに Allied Telesyn Capital Corp. （現 Allied Telesis Capital Corp.）を設立

平成19年１月 アメリカ空軍 横田基地にてIPトリプルプレイ・サービスの提供を開始

平成20年２月 日本国内各社で情報セキュリティマネジメントシステム認証「ISO/IEC 27001」を取得

平成20年３月 日本国内各社で環境マネジメントシステム（EMS）認証「ISO 14001」を取得

平成21年７月 アライドテレシス株式会社が株式会社コレガを吸収合併により経営統合
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年月 概要

平成22年５月 スイスに Allied Telesis EMENA GmbH を設立

平成23年４月 ルーマニアに Allied Telesis International Support & Education Center s.r.l. を設立

平成23年６月 中国に Allied Telesis (Dongguan) Electronic Co. Ltd.を設立し、Allied Telesis (Dongguan)
Ltd. の生産設備を移管

平成23年７月 タイに Allied Telesis (Thailand) Co., Ltd. を設立

平成23年９月 インドに Allied Telesis India Private Ltd. を設立

平成23年10月 株式会社アライドテレシス開発センター（現　株式会社アライドテレシス総合研究所）がルート株式
会社を吸収合併

平成24年３月 京都府京都市に京都研究所を開設

平成24年５月 メキシコに Allied Telesis Network Solutions, Sociedad de Responsabilidad Limitada de
capital variable を設立

平成24年７月 アライドテレシスキャピタルジャパン株式会社を設立

平成24年９月 台湾に開発拠点 Allied Telesis Labs (Taiwan), Inc. を設立

平成24年10月 マレーシアに Allied Telesis Malaysia Sdn. Bhd. を設立

平成25年６月 フィリピンに Allied Telesis Philippines Inc. を設立

平成26年１月 アライドテレシス株式会社のコレガ事業部を分社化し、株式会社コレガを設立

平成26年10月 イスラエルに Allied Telesis Israel Ltd.（現 Allied Telesis Wireless Ltd.)を設立

平成26年12月 Allied Telesis Capital Corp.がAllied Telesis Labs Inc. を吸収合併により経営統合

平成28年11月 インドネシアに PT. Allied Telesis Indonesia を設立

平成29年７月 ベトナムに Allied Telesis Vietnam Co.,Ltd. を設立
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３ 【事業の内容】

当社グループは、当社及び子会社の計36社で構成されており、日本、米州、EMEA及びアジア・オセアニアにて情報

通信及びネットワーク関連製品の研究開発、製造及び販売を主な事業としております。

なお、当社は特定上場会社等であります。特定上場会社等に該当することにより、インサイダー取引規制の重要事

実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなります。

 

〔事業の系統図〕

(平成30年12月31日現在)
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４ 【関係会社の状況】
　

名称 住所
資本金又は

出資金

主要な事業の

内容

議決権の所有

(被所有)割合
関係内容

所有割合

(％)

被所割合

(％)

(連結子会社）
アライドテレシス株式会社

(注)１,４
東京都品川区

千円

1,987,000

ネットワーク製
品 の 開 発 、 販
売、保守

100.0 ― 役員の兼任等…有

Allied Telesis

International(Asia)

Pte.Ltd. (注)１
Singapore

千シンガポール

ドル

33,582

ネットワーク製
品の製造、物流
統括、開発

100.0 ― 役員の兼任等…無

Allied Telesis

(Hong Kong)Ltd. (注)１
香港

中国

千米ドル

30,012

ネットワーク製
品の製造、物流
統括

100.0 ― 役員の兼任等…無

Allied Telesis,Inc.

(注)１,５

San Jose

U.S.A.

千米ドル

18
ネットワーク製
品の開発、販売

54.2 ― 役員の兼任等…有

Allied Telesis

International B.V.

(注)２

Rozenburg

NH　

Netherlands

千ユーロ

18

ネットワーク製

品の販売、物流

統括

100.0
[100.0]

―
Allied Telesis,Inc.の子会社

役員の兼任等…無

Allied Telesis

Capital Corp. (注)１
San Jose

U.S.A.

千米ドル

1,000

ネットワーク

サービス、製品

の開発

100.0 ― 役員の兼任等…有

Allied Telesis

Asia Pacific Pte. Ltd.

(注)２

Singapore
千米ドル

350
ネットワーク製
品の販売

100.0
[100.0]

―

Allied Telesyn

Asia Pacific Ltd.の子会社

役員の兼任等…無

Allied Telesis

(Dongguan)Electronic

Co.Ltd. (注)２

広東省

東莞市

中国

千人民元

17,374

 

ネットワーク製
品の製造

100.0
[100.0]

―

Allied Telesis(Hong Kong)Ltd. の

子会社

役員の兼任等…無

Allied Telesis Labs Ltd.
Christchurch

New Zealand

千NZドル

5,280
ネットワーク製
品の開発

100.0 ― 役員の兼任等…有

Allied Telesis Wireless

Ltd. (注)３
Israel

千米ドル

40
ネットワーク製
品の開発

100.0 ― 役員の兼任等…無

その他24社 ― ― ― ― ― ―
 

(注) １  特定子会社に該当しております。
２ 「議決権の所有（又は被所有）割合」欄の[内書]は間接所有であります。
３ 債務超過会社であり、債務超過額は平成30年12月末時点で下記のとおりとなっております。

　Allied Telesis Wireless Ltd.　　　　　　　　　　　　　 △1,090,552千円
４ アライドテレシス株式会社については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占め

る割合が10％を超えております。
主要な損益情報 (1) 売上高 16,227,631千円

 (2) 経常損失 283,029千円

 (3) 当期純損失 314,415千円

 (4) 純資産額 1,593,143千円

 (5) 総資産額 8,554,277千円
 

５ Allied Telesis,Inc.については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割
合が10％を超えております。

主要な損益情報 (1) 売上高 8,708,188千円

 (2) 経常損失 29,202千円

 (3) 当期純損失 12,604千円

 (4) 純資産額 △604,733千円

 (5) 総資産額 7,351,658千円
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５ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

(平成30年12月31日現在)

セグメントの名称 従業員数(人)

日本 718 (22)

米州 211 (１)

EMEA(注)１ 80 (３)

アジア・オセアニア 677 (23)

合計 1,686 (49)
 

(注) １ ヨーロッパ、中東及びアフリカ。

　　　 ２ 従業員数は就業員数であり、パート及び嘱託社員等は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。

 

(2) 提出会社の状況

(平成30年12月31日現在)

従業員数(人) 平均年齢 平均勤続年数 平均年間給与(千円)

35(－) 44.6歳 13年９ヶ月 6,772
 

(注) １ 従業員数は就業員数であり、パート及び嘱託社員等は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。

２ 平均年間給与は、平成30年１月１日から平成30年12月31日までの平均年間給与額であり、賞与及び基準外賃

金を含んでおります。

３　前連結会計年度末に比べ従業員数が11名増加しておりますが、主として子会社所属としていた人事関連等の

全社共通部門を当社に移管したことによるものであります。

 

(3) 労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は良好であります。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

(1) 経営方針及び基本戦略

当社グループは、「社会品質を創る。アライドテレシス」をコーポレートミッションとして掲げ、ネットワーク

関連事業をビジネス領域として企業活動を行い、世界中の人々が安心して、いつでも、どこでも、快適に情報を利

用できる豊かな社会の創出に貢献することを基本方針としています。

当社グループは、次の４本の柱を基本戦略として経営を実践しております。

〔ソリューションビジネスの推進〕

これまでに築き上げたブランド力、技術力そして培った豊富な知識や経験などを活かし、ネットワークスペシャ

リストとして顧客にとって最適なソリューションを提供することでビジネスの拡大を図ります。製品（モノ）の販

売から、顧客ニーズに沿った価値あるサービスやサポートを含む包括的なソリューションの提供により収益力を向

上させてまいります。

〔社会的ニーズに対応する研究開発の強化〕

事業環境の変化をビジネスチャンスと捉え、社会の潮流を見据えた技術開発と成長分野へ経営資源を投入しま

す。社会ニーズに合致した製品とサービスを安定的に提供することはもとより、IoT時代に求められる、より快適な

ネットワークインフラを提供すること、さらには、社会の安心・安全を担保するIPネットワーク技術を活かした新

しい価値の創造に取り組んでまいります。

〔製品・サービスの高付加価値化〕

顧客のTCO（総所有コスト）を削減する製品やサービスを提供し、高付加価値化による収益率の向上を図ります。

さらに、継続的な売上をもたらす、ソフトウェア製品やサービスのストックビジネス化により安定的な収益の確保

を目指します。

〔グローバルオペレーションによる経営の効率化〕

ローカライズされていた製品等をグローバルに統合・標準化し、調達コストの削減を始め、開発、生産、販売活

動及び物流の合理化を図ります。さらに、在庫管理等のロジスティック業務を集約化し、グローバルで最適な製品

供給体制を構築し、経営の効率化を図ります。

　

(2) 中長期的な経営計画及び目標とする経営指標

当社グループでは、中長期的な企業価値の向上を目指し、社内向けの経営計画を策定し、業績改善と持続的な事

業拡大の実現に取り組んでいます。

当社は現在23か国に連結子会社を保有し事業を展開しており、急激な為替変動や諸外国の政治動向などが事業に

及ぼす影響の範囲が予測困難であり、当社グループを取り巻く事業環境が短期的に大きく変動するリスクがありま

す。また、当社は世界的に政府・自治体・文教・医療など公共分野での取引量が多く、政策変更により業績に影響

を及ぼす可能性があります。

さらに、当社グループが事業展開する情報通信機器業界では、ビジネスモデルや技術、顧客ニーズの変化が目ま

ぐるしく、当社においても事業構造を適時に変革していく必要があります。そういった変革を実行するにあたり、

経営の方向性に沿って経営計画や目標とする経営指標等も適宜補正していくものであると考えております。

このような状況から、現在、中長期的な経営計画の公表は行っておらず、また、目標となる経営指標等を開示し

ておりません。

　

(3) 経営環境及び対処すべき課題

当社グループが属する情報通信機器業界は、一部の製品については成熟化が進み、全般的に鈍い成長の中にあり

ます。一方で、IoT普及に伴うワイヤレス通信への対応、増加するサイバー攻撃への情報セキュリティ対策、IT運用

管理の複雑化に伴う業務負荷の軽減とIT専門分野の人材不足の解消といった喫緊の課題に対し需要が拡大していま

す。

このような経営環境の中で、競争力を維持するためには、潜在ニーズをいち早く捉えて、将来を見据えた技術の

獲得や顧客ニーズへの様々な対応が不可欠であります。そのため、継続的な研究開発投資が重要であると考えてお

ります。

一方で、当社グループは平成27年12月期まで数年間にわたり純損失を計上したことにより、現状は繰越利益剰余

金がマイナスの状況にあります。したがって、この状況の改善を図るための財務基盤の強化と安定的な利益の確保

を目指しております。
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また、企業経営に対する健全性、透明性が求められる中、当社グループは、コーポレートガバナンスの確立、コ

ンプライアンスの強化、会社情報の適時開示等を通して、これらの要求、要望に応えられるように取り組んでまい

ります。

　

２ 【事業等のリスク】

当社グループの経営成績及び財政状況等に影響を与える可能性のある事業上のリスクは、以下のようなものが想定

されます。これらは様々なリスクのうち代表的なものであり、実際に起こりうるリスクは、これらに限定されるもの

ではありません。

なお、将来や想定に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

　

①  政情に関するリスク

当社グループは中国及びシンガポールに生産拠点を有しております。これらの国において政治や法環境の変化及

び経済状況の変化などの予期せぬ事態が発生し、生産活動に支障が出た場合には、当社グループの業績に悪影響を

及ぼす可能性があります。

　

②  調達に関するリスク

当社グループの製品には多数の精密電子部品(IC、メモリー、光デバイス等)が使用されております。これらの部

品の安定的な供給を受けるため、調達先との緊密な関係を保つとともに、絶えず新製品等に関する情報収集を行っ

ておりますが、これらの部品は世界的な需給バランスの影響を強く受ける傾向があります。特定の産業や地域から

の需要増加や災害等による供給の減少等による需給バランスの急激な変化により、部品の調達に支障が出た場合に

は、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

　

③  法規制に関するリスク

当社グループは23の国に連結子会社を有しております。各国の安全基準や環境基準等は様々であり、当社グルー

プはこれらの基準や規制等に適合する製品の供給を行っております。これらの基準や規制等が改正され、製品の製

造及び販売に支障が出た場合には、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

　

④  品質に関するリスク

当社グループは出荷製品の品質管理の徹底を図っておりますが、これらのリスクを完全に排除することは困難で

あります。万一、品質に関連する事故等が発生した場合、その発生要因が当社グループに起因するものであるか否

かを問わず、社会的信用の失墜や損害賠償責任を負うこととなり、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性が

あります。

　

⑤  為替に関するリスク

当社グループは23の国に連結子会社を有しており、連結売上高に占める海外の比率は40％～50％を推移しており

ます。また、日本における当社グループの部品、製品等の仕入れは主にドル建で決済しており、為替の影響を受け

易くなっております。これらの為替変動リスクを軽減するため対策を講じておりますが、すべてのリスクを排除す

ることは困難であり、急激な為替相場の変動が起きた場合には、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があ

ります。

　

⑥  競合に関するリスク

当社グループが属するネットワーク関連市場は、市場価格の下落や製品サイクルの短縮化が顕著であります。当

社グループは高付加価値製品の投入や新規技術開発投資等を行い、競争力の強化を図るとともにコスト削減に取り

組んでおりますが、より一層の製品価格の下落や産業界のIT投資動向が変化した場合には、当社グループの業績に

悪影響を及ぼす可能性があります。

　

⑦  法令遵守(コンプライアンス)に関するリスク

当社グループでは、役職員に対して法令遵守の周知徹底を図っておりますが、役職員の故意又は過失により法令

違反が発生した場合、社会的信用の失墜や損害賠償責任を負うこととなり、当社グループの業績に悪影響を及ぼす

可能性があります。

 
⑧  情報セキュリティに関するリスク
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 当社グループはシステム構築やサポート・サービスにおいて、お客様の個人情報及びシステム構成等の機密情報

を受領して作業を進めることがあります。万一、これらの情報が漏洩した場合、社会的信用の失墜や損害賠償責任

を負うこととなり、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

　

⑨  災害等に関するリスク

当社グループは23の国に連結子会社を有しております。これらの地域で地震等の自然災害やテロ等が発生した場

合には、各拠点の設備等が壊滅的な被害を被る可能性があります。この場合、各拠点の操業が中断するだけでな

く、修復や代替設備等に関する巨額の費用を要することとなり、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があ

ります。

 

３ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績等の概要

当連結会計年度における当社グループ（当社及び連結子会社）の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー

（以下、「経営成績」という。）の状況の概要は次のとおりであります。

　

 ① 財政状態及び経営成績の状況

当連結会計年度における世界経済は、中国経済の減速や米国の保護主義政策の影響等、先行き不透明な状況で推

移しました。一方、日本経済は企業収益や雇用環境の改善を背景に、緩やかな回復基調となりました。

当社グループが属する情報通信機器業界は、全般的に鈍い成長の中にあるものの、IoT普及に伴うワイヤレス通

信への対応、増加するサイバー攻撃への情報セキュリティ対策、IT運用管理の複雑化に伴う業務負荷と人材不足へ

の対応、といった面での需要が拡大しています。

このような状況の下、当社グループは、持続的な成長と安定した収益確保を目指し、市場のニーズに沿った「ワ

イヤレス」と「セキュリティ」というキーワードを軸とし、新たな事業や製品・サービスの開発に取り組みつつ、

顧客ニーズに沿ったソリューション営業に取り組みました。具体的には、ワイヤレスとして、二つの異なる通信方

式を同時に動作させる世界初のハイブリッド無線LANシステムをリリースし、セキュリティとして、技術者のセ

キュリティ教育研修事業や顧客のネットワークシステムの脆弱性を診断するラボを開設しました。また、製品開発

面では、有線と無線が統合されたネットワークの運用管理について、自動化や一元管理が可能なソフトウェアの開

発を推進したほか、営業面では、重点エリアでの営業体制を強化しつつ、各種セミナーや展示会を通して販促活動

を強化してまいりました。

当連結会計年度の業績は、営業体制を強化した日本やヨーロッパでの売上が好調となった一方、米国での売上が

減少し、売上高は286億38百万円（前連結会計年度比1.9％減）となりました。

　利益面では、売上総利益率は引き続き高い水準を維持したものの、営業体制の増強による人件費や販促活動の強

化による広告費等が増加したため、営業利益は５億50百万円（前連結会計年度比51.8％減）となりました。また、

当連結会計年度末は前連結会計年度末に比べ円高に推移したことから、為替差損として２億33百万円（前連結会計

年度は１億14百万円の為替差損）、支払手数料として１億35百万円（前連結会計年度は85百万円）を計上したこと

等により、経常利益は84百万円（前連結会計年度比90.0％減）となりました。また、特別損益として子会社清算益

等の計上により、親会社株主に帰属する当期純利益は、２億11百万円（前連結会計年度比81.3％減）となりまし

た。

　

当連結会計年度における当社グループの所在地別セグメント売上高の概要は以下のとおりです。

■日本

日本では、営業体制を強化し、ダイレクトタッチによるソリューション営業や付加価値サービスの拡販を推し進

めてまいりました。これにより、自治体のシステム強靭化対策により前連結会計年度に好調であった公共機関向け

の受注が当連結会計年度で減少したものの、医療、文教分野で好調となりました。製品別では、主力製品であるｘ

シリーズ・スイッチ製品群や無線LANアクセスポイントの販売が好調となったほか、ネットワーク設計・構築等の

サービス売上が伸長しました。この結果、日本での売上高は161億60百万円（前連結会計年度比2.3％増）となりま

した。
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■米州

米州では、米カリフォルニア州の公共交通機関向け監視カメラソリューションの大型案件を受注したものの、中

央・州政府機関からの受注が大幅に減少しました。製品別では、ネットワークインターフェースカード、メディア

コンバータ及びxシリーズ・スイッチ製品群の出荷が減少しました。また、中南米では、南米での営業拠点の集約

に伴い、販売は低調となりました。この結果、米州全体での売上高は、54億３百万円（前連結会計年度比15.5％

減）となりました。

■EMEA(ヨーロッパ、中東及びアフリカ)

EMEAでは、重点エリアとしてドイツで営業体制を強化し、各国でパートナー企業の連携強化に努めました。これ

により、ドイツでは医療機関向けや製造業向けの案件が増加し、フランスではパートナー企業との協業により公共

案件を中心に売上が伸長しました。製品別では、xシリーズ・スイッチ製品群やSFPモジュール製品の売上が増加し

ました。この結果、EMEA全体での売上高は、47億18百万円（前連結会計年度比6.4％増）となりました。

■アジア・オセアニア

アジア・オセアニアでは、マレーシアでは文教や医療機関向け案件、インドネシアでは政府系機関のオフィス

ネットワーク案件等が好調となりました。一方、タイやニュージーランドで公共機関からの受注が振るわず、売上

は減少しました。製品別では、xシリーズ・スイッチ製品群の売上が伸長しましたが、産業用スイッチの売上が減

少しました。この結果、アジア・オセアニア全体での売上高は23億56百万円（前連結会計年度比8.8％減）となり

ました。

　

当連結会計年度末の資産合計は226億75百万円となり、前連結会計年度末に比べ16億82百万円の増加となりまし

た。流動資産は155億６百万円となり、前連結会計年度末に比べ７億98百万円の増加となりました。これは主に現金

及び預金が10億71百万円減少した一方で、商品及び製品が６億27百万円、受取手形及び売掛金が４億72百万円、原

材料及び貯蔵品が３億10百万円、繰延税金資産が２億41百万円増加したことによるものです。また、固定資産は71

億69百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億84百万円の増加となりました。これは主に建物及び構築物が５億

22百万円、土地が１億18百万円、繰延税金資産が１億13百万円増加したことによるものです。

当連結会計年度末の負債合計は180億18百万円となり、前連結会計年度末に比べ15億１百万円の増加となりまし

た。流動負債は123億40百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億91百万円の減少となりました。これは主に前受

収益が１億79百万円、未払費用が１億34百万円増加した一方で、短期借入金が14億54百万円減少したことによるも

のです。また、固定負債は56億78百万円となり、前連結会計年度末に比べ25億93百万円の増加となりました。これ

は主に長期借入金が25億５百万円増加したことによるものです。

当連結会計年度末の純資産合計は46億57百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億80百万円の増加となりまし

た。これは主に親会社株主に帰属する当期純利益２億11百万円の計上による利益剰余金が増加したことによるもの

です。

以上の結果、自己資本比率は19.4％となり、前連結会計年度末より0.6ポイントの低下となりました。

　

 ② キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ10億71百万円減少となる35億99百万

円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、以下のとおりであ

ります。

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞

当連結会計年度の営業活動による支出は８億６百万円となり、前連結会計年度に比べ24億52百万円の支出増加と

なりました。これは主に、たな卸資産の増加が13億32百万円、税金等調整前当期純利益が９億91百万円減少したこ

とによるものです。

＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞ 

当連結会計年度の投資活動による支出は11億45百万円となり、前連結会計年度に比べ８億３百万円の支出増加と

なりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が７億53百万円増加したことによるものです。
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＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞

当連結会計年度の財務活動による収入は９億51百万円となり、前連結会計年度に比べ15億85百万円の収入増加と

なりました。これは主に、短期借入金の純減額が16億31百万円増加し、長期借入金の返済による支出が８億26百万

円増加した一方で、長期借入による収入が40億９百万円増加したことによるものです。

　

 ③ 生産、受注及び販売の実績

　 a. 生産実績

当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
当連結会計年度

(自 平成30年１月１日
至 平成30年12月31日)

前年同期比(％)

日本(千円) ― ―

米州(千円) ― ―

EMEA(注)１(千円) ― ―

アジア・オセアニア(千円) 8,822,761 97.0

合計(千円) 8,822,761 97.0
 

(注) １  ヨーロッパ、中東及びアフリカ。

       ２ 金額は、製造原価によっております。

       ３ 金額には、消費税等は含まれておりません。

　

当連結会計年度における商品仕入高、委託生産に伴う仕入高及び生産に伴う原材料・部品の仕入高の実績をセグ

メントごとに示すと次のとおりであります。

セグメントの名称
当連結会計年度

(自 平成30年１月１日
至 平成30年12月31日)

前年同期比(％)

日本(千円) 1,596,755 115.5

米州(千円) 920,558 140.7

EMEA(注)１(千円) 311,215 288.9

アジア・オセアニア(千円) 7,697,996 115.5

合計(千円) 10,526,525 119.5
 

(注) １ ヨーロッパ、中東及びアフリカ。

       ２ 金額は、仕入価額によっております。

       ３ 金額には、消費税等は含まれておりません。

　

　 b. 受注実績

当社グループの取扱品目は原則として全てが標準製品でありますので、個別受注生産は行わず、見込み生産を

行っております。

　

　 c. 販売実績

当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
当連結会計年度

(自 平成30年１月１日
至 平成30年12月31日)

前年同期比(％)

日本(千円) 16,160,682 102.3

米州(千円) 5,403,155 84.5

EMEA(注)１(千円) 4,718,577 106.4

アジア・オセアニア(千円) 2,356,113 91.2

合計 (千円) 28,638,528 98.1
 

(注) １  ヨーロッパ、中東及びアフリカ。

       ２ セグメント間の取引については相殺消去しております。

３ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先

前連結会計年度
(自 平成29年１月１日
至 平成29年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成30年１月１日
至 平成30年12月31日)

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％)

ダイワボウ情報システム株式会社 5,648,290 19.3 5,288,513 18.5
 

       ４ 金額には、消費税等は含まれておりません。
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(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま

す。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

　

 ① 重要な会計方針及び見積り

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて

います。海外の連結子会社は、各国の会計処理基準に準拠しております。連結財務諸表の作成にあたっては、連結

会計年度末における資産、負債及び偶発債務並びに連結会計年度における収益、費用に影響を与える見積りを行っ

ておりますが、実際の結果と異なる場合があります。有形固定資産は取得原価により計上し、見積り耐用年数に基

づき減価償却を行っております。自社利用ソフトウェアについては見込利用期間に基づき償却を行っております。

投資有価証券については時価又は実質価額が著しく下落した場合には、回復する見込があると認められる場合を除

き減損処理をしております。

　

 ② 当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

当連結会計年度の業績は、売上高286億38百万円（前連結会計年度比1.9％減）、営業利益は５億50百万円（前連

結会計年度比51.8％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は、２億11百万円（前連結会計年度比81.3％減）とな

りました。

＜売上高＞

売上高は、営業体制を強化した日本やヨーロッパでの売上が好調となった一方、米国での売上が減少し、前連結

会計年度(292億６百万円）から５億67百万円減少し、286億38百万円となりました。

地域別では、日本では、営業体制を強化し、ダイレクトタッチによるソリューション営業や付加価値サービスの

拡販を推し進めてまいりました。これにより、自治体のシステム強靭化対策により前連結会計年度に好調であった

公共機関向けの受注が当連結会計年度で減少したものの、医療、文教分野で好調となりました。製品別では、主力

製品であるｘシリーズ・スイッチ製品群や無線LANアクセスポイントの販売が好調となったほか、ネットワーク設

計・構築等のサービス売上が伸長しました。この結果、日本での売上高は161億60百万円（前連結会計年度比2.3％

増）となりました。

　米州では、米カリフォルニア州の公共交通機関向け監視カメラソリューションの大型案件を受注したものの、中

央・州政府機関からの受注が大幅に減少しました。製品別では、ネットワークインターフェースカード、メディア

コンバータ及びxシリーズ・スイッチ製品群の出荷が減少しました。また、中南米では、南米での営業拠点の集約

に伴い、販売は低調となりました。この結果、米州全体での売上高は、54億３百万円（前連結会計年度比15.5％

減）となりました。

EMEAでは、重点エリアとしてドイツで営業体制を強化し、各国でパートナー企業の連携強化に努めました。これ

により、ドイツでは医療機関向けや製造業向けの案件が増加し、フランスではパートナー企業との協業により公共

案件を中心に売上が伸長しました。製品別では、xシリーズ・スイッチ製品群やSFPモジュール製品の売上が増加し

ました。この結果、EMEA全体での売上高は、47億18百万円（前連結会計年度比6.4％増）となりました。

アジア・オセアニアでは、マレーシアでは文教や医療機関向け案件、インドネシアでは政府系機関のオフィス

ネットワーク案件等が好調となりました。一方、タイやニュージーランドで公共機関からの受注が振るわず、売上

は減少しました。製品別では、xシリーズ・スイッチ製品群の売上が伸長しましたが、産業用スイッチの売上が減

少しました。この結果、アジア・オセアニア全体での売上高は23億56百万円（前連結会計年度比8.8％減）となり

ました。

＜売上総利益＞

当連結会計年度の売上総利益は、前連結会計年度（184億60百万円）から３億96百万円減少し、180億63百万円と

なりました。これは、主に売上高減少に伴う減益によるものであり、売上総利益率は引き続き高い水準を維持して

います。

＜営業利益＞

当連結会計年度の営業利益は、前連結会計年度（11億40百万円）から５億90百万円減少し、５億50百万円となり

ました。これは、主に営業体制の増強による人件費や販促活動の強化による広告費等が増加したことによるもので

す。
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＜経常利益＞

当連結会計年度の経常利益は、前連結会計年度（８億48百万円）から７億63百万円減少し、84百万円となりまし

た。これは、主に当連結会計年度末は前連結会計年度末に比べ円高に推移したことから、為替差損として２億33百

万円（前連結会計年度は１億14百万円の為替差損）、支払手数料として１億35百万円（前連結会計年度は85百万

円）を計上したことによるものです。

＜親会社株主に帰属する当期純利益＞

当連結会計年度における親会社株主に帰属する当期純利益は、前連結会計年度（11億31百万円）から９億20百万

円減少し、２億11百万円となりました。これは、主に経常利益が減少したことに加え、前連結会計年度は特別利益

として受取保険金（３億74百万円）を計上し最終利益を押し上げた一方、当連結会計年度は特別損益として子会社

清算益（66百万円）等の計上にとどまったこと等によるものです。

　

経営方針・経営戦略等又は経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等については、「１ 経営

方　針、経営環境及び対処すべき課題等 (2) 中長期的な経営計画及び目標とする経営指標」に記載のとおり、現

在、中長期的な経営計画の公表は行っておらず、また、目標となる経営指標等を開示しておりません。当社グルー

プは平成27年12月期まで数年間にわたり純損失を計上したことにより、現状は繰越利益剰余金がマイナスの状況に

あります。したがって、この状況の改善を図るための財務基盤の強化と安定的な利益の確保を目指しております。

　

 ③ 資本の財源及び資金の流動性

当社グループの運転資金需要のうち主なものは、製品の原材料の購入費用のほか、製造費、販売費及び一般

管理費等の営業費用であります。

当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短

期運転資金は自己資金及び金融機関からの借入を基本としており、設備投資資金の調達につきましては自己資

金及び一部は金融機関からの長期借入を行う等、資金調達の多様性を図っております。

なお、当連結会計年度末現在における重要な資本的支出の予定はありません。

当連結会計年度末における有利子負債の残高は80億円となっております。また、当連結会計年度末における現金

及び現金同等物の残高は35億99百万円となっております。

　

４ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

 

５ 【研究開発活動】

当社グループは、安全で豊かな未来を形作る社会インフラの構築に貢献するため、情報通信分野の通信機器製

品、通信システム製品などにおいて、高い安全性、信頼性、効率性、汎用性を実現する製品やシステムの研究開発

活動を進めております。

当社グループは、日本、米州、EMEA（ヨーロッパ、中東及びアフリカ）及びアジア・オセアニアそれぞれにおい

て、研究開発機能を持った連結子会社を有しており、開発リソースの有効活用、開発の迅速化・効率化のため、子

会社間で連携を図りながら技術開発を進めております。そのほか、大学や連携先企業との共同開発を行っており、

多くの英知を結集しております。

ソフトウェアの開発については、2013年にネットワークの運用管理を自律化、自動化、一元化、簡素化すること

で、運用管理に係るコスト削減や作業時間短縮に有効な「AMF（Autonomous Management Framework）」を開発しま

した。このAMFを皮切りに、2015年には様々な外部アップリケ―ションとネットワークインフラが連動し、高度で強

固な次世代型セキュリティーソリューション、「SES (Secure Enterprise SDN)」を開発し、さらに2016年には産学

連携により共同開発した自律制御技術の無線LANソリューション、「AWC (Autonomous Wave Control)」を開発しま

した。現在は、有線と無線が統合されたネットワークの自律化、一元化、堅牢化を進める開発に取り組んでおりま

す。

IoT普及に伴い、無線LAN接続環境の拡大やIoTデバイスが増加し、多様化・複雑化・高度化が加速するネットワー

クに対応できる人材の確保や育成が課題となります。そこで、有線と無線を統合したネットワークの自動化・簡素

化を進めて、さらにはAI化を実現し、かつ専門知識を不要とする操作の容易性を重視したソフトウェアの開発を目

指しております。

当連結会計年度の当社グループの研究開発費合計額は36億12百万円であり、所在地別セグメントの研究開発活動

及び研究開発費は、次のとおりであります。
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　■日本

日本では、無線通信技術の開発を強化しております。2018年には、セル型とチャンネルブランケット型の二つの

通信方式を同時に動作させることができる、ハイブリット無線LANシステムをリリースし、その機能を搭載する無線

LANアクセスポイントの新製品をリリースしました。このシステムの普及促進のため、稼働できる無線LANアクセス

ポイントのラインナップの拡充を図っております。また、無線LAN機器の位置情報や軌跡管理等の見える化を推進す

るほか、無線IP電話や無線IoTデバイスのセキュリティ強化のため、「SES」と連動させるシステムの開発など、さ

らなる無線ネットワークの自動化、簡素化を推し進めて、ネットワークAI化に取り組んでまいります。

なお、日本における当連結会計年度の研究開発費は３億79百万円であります。

　■米州及びEMEA(ヨーロッパ、中東及びアフリカ)

米州では、グローバル共通品となるハードウェア開発を行っております。カリフォルニア州サンノゼの研究所で

は、主にマルチレイヤー・モジュラー・スイッチやコア・スイッチ、インテリジェント・エッジ・スイッチの各シ

リーズの開発を担い、ノースカロライナ州ローリーの研究所では、インダストリアル製品の開発を担います。近

年、工場・ビルのIoT化が進んでおり、それらの市場に最適なインダストリアル製品の需要が世界的に高まっている

ため、インダストリアル製品のラインナップ拡充に注力しております。

なお、米州及びEMEAにおける当連結会計年度の研究開発費は19億24百万円であり、このうち米州の研究開発費は

18億36百万円であります。

　■アジア・オセアニア

アジア・オセアニアでは、ニュージーランドの開発子会社を中心にソフトウェア開発を行い、主に当社独自のオ

ペレーションシステム「AlliedWare Plus」の性能向上のための技術開発を行っております。また、このオペレー

ションシステムを搭載する、100Gインタフェースに対応したシャーシ型スイッチ及びボックス型コア・スイッチの

開発や、2.5G/5Gインタフェースに対応したボックス型スイッチのハードウェア開発も行っています。

また、有線と無線の統合したネットワークシステムの自動化・簡素化、さらにはネットワークAI化を進めてお

り、専門知識がなくても直観的な操作を可能とする視覚化された総合管理ソフトウェアシステム「AT-Vista

Manager EX」の開発を行っています。SD-WAN(Software Defined-WAN)の技術を用いて、LAN(ローカルエリアネット

ワーク)のみならずWAN（ワイドエリアネットワーク）をも自動化・簡素化、さらにはネットワークAI化を目指し、

既に「AlliedWare Plus」と「AT-Vista Manager EX」の双方に実装開発しており、重点開発技術として取り組んで

おります。

 台湾の開発子会社では、規格化・標準化された汎用性の高い小規模ネットワーク向けのスイッチの設計・開発を

始め、日本と共同で無線LAN機器のオペレーションシステムやハイブリット無線LANアクセスポイント開発、世界各

国の電波法に適合するための測定評価等の無線LANソフトウェア開発を行っております。

なお、アジア・オセアニアにおける当連結会計年度の研究開発費は13億９百万円であります。
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第３ 【設備の状況】

 

１ 【設備投資等の概要】

当社グループでは、新製品の開発、生産能力の向上、品質の向上、販売強化及び業務の効率化を目的として、設備

の拡充・更新を行っております。当連結会計年度においては、開発用機器及び生産・検査用設備並びに建物の取得な

ど、総額11億37百万円の設備投資を行いました。

　内訳としましては、日本では、主として検証用の機材の購入などに82百万円の投資を行いました。米州では、研究

開発施設の購入などに９億25百万円の投資を行いました。EMEAでは、事務用機器の購入などに11百万円の投資を行い

ました。また、アジア・オセアニアでは、主として開発用設備や生産・検査用設備などに１億18万円の投資を行いま

した。

　なお、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はありません。

 

２ 【主要な設備の状況】

当社グループにおける主要な設備は以下のとおりであります。

(1) 提出会社

 

事業所名

(所在地)

セグメント

の名称
設備の内容

帳簿価額(千円)
従業員数

(人)建物及び

構築物
機械装置及
び運搬具

土地

(面積㎡)
工具、器具
及び備品

合計

本社

(東京都品川区)
日本 統括業務施設 19,128 ― ― 1,694 20,822 35

京都研究所
(京都府京都市左京区）

日本 研究・開発設備 1,413 888 ― 246 2,548 ―

グローバル研修センター
(京都府京都市左京区）

日本 会議・研修施設 ― ―
1,698,721
(4,632)

― 1,698,721 ―

藤沢事業所

(神奈川県藤沢市)
日本 検査設備 237 ―

63,125
(404)

― 63,362 ―

社宅

(神奈川県川崎市麻生区)
日本 福利厚生施設 377 ―

72,912
(307)

― 73,289 ―
 

 
(2) 国内子会社

 

会社名
事業所名

(所在地)

セグメント

の名称
設備の内容

帳簿価額(千円)
従業員数

(人)建物及び

構築物

機械装置

及び運搬具

土地

(面積㎡)
工具、器具
及び備品

合計

アライドテレシス㈱

本社

(東京都品川区)
日本 販売設備 10,534 ― ― 50,341 60,875 336

藤沢事業所

(神奈川県藤沢市)
日本 検査設備 15,577 ― ― 2,160 17,738 23

横浜カスタマー・

センター

(神奈川県横浜市

港北区)

日本
保守・

事務備品
14,910 ― ― 28,323 43,234 150
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(3) 在外子会社

 

会社名 所在地
セグメント

の名称
設備の内容

帳簿価額(千円)
従業員数

(人)建物及び

構築物

機械装置

及び運搬具

土地

(面積㎡)
工具、器具
及び備品

合計

Allied Telesis

International

(Asia)Pte.Ltd.

本社

(シンガポール)

アジア・

オセアニア
生産設備 ― 4,340 ― 40,730 45,070 125

Allied Telesis

(Dongguan)

Electronic Co.

Ltd.

本社

(中国)

アジア・

オセアニア
生産設備 ― 17,628 ― 6,305 23,933 285

Allied

Telesis,

Inc.

本社

(米国)
米州

製品開発設備

及び販売設備
438,464 2,925

589,092
(15,573)

20,495 1,050,978 157

ノースカロライナ州

(米国)
米州 製品開発設備 630,347 ―

138,754
(22,662)

― 769,101 ―

Allied Telesis

Labs Ltd.

本社

(ニュージーランド)

アジア・

オセアニア
製品開発設備 12,193 52,501

120,855
(13,496)

21,335 206,886 151

Allied Telesis

Capital Corp.

日本支店（アメリカ
空軍横田基地内等）

(東京都福生市等)
米州

ネットワーク
サービス関連
設備

― 590,677 ― 736 591,413 55

 

　(注) １　帳簿価額には、建設仮勘定の金額を含んでおりません。

２ 主要な賃借及びリース設備として、以下のものがあります。

会社名
事業所名

(所在地)

セグメント

の名称
設備の内容

年間賃借料

又はリース料

(千円)

リース契約
残高
(千円)

提出会社
本社

(東京都品川区)
日本 事務所他 288,050 ―

アライドテレシス㈱

本社

(東京都品川区)
日本 事務所他 259,872 ―

横浜カスタマー・

センター

(神奈川県横浜市

港北区)

日本 事務所他 68,722 ―

Allied Telesis,Inc.
本社

(米国)
米州 事務所他 86,973 ―

Allied Telesis 

International(Asia)

Pte.Ltd.

本社

(シンガポール)

アジア・

オセアニア
事務所他 84,130 ―

 

 
３ 【設備の新設、除却等の計画】

当社グループの設備投資については、市場動向、投資効率等を総合的に勘案して計画しております。

なお、当連結会計年度末現在における重要な設備の新設計画はありません。

 

EDINET提出書類

アライドテレシスホールディングス株式会社(E01867)

有価証券報告書

18/82



第４ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 600,000,000

計 600,000,000
 

　

② 【発行済株式】

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(平成30年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成31年３月29日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 109,632,545 109,651,545
東京証券取引所
(市場第二部)

単元株式数
100株

計 109,632,545 109,651,545 ― ―
 

(注) 提出日現在の発行数には、平成31年３月１日から有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使により発

行された株式数は含まれておりません。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。

　当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の従業員、取締役（監査等委員である

取締役を除く。）、及び監査等委員である取締役、当社グループ会社の従業員、取締役、監査役並びに社外協力者

に対し、ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、

当社株主総会で決議されたものであります。

 

（a) 平成31年３月27日以前に株主総会及び取締役会決議により発行されたストックオプションの内容

ストックオプション制度の内容は「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等　注記事項」の（ストックオプ

ション等関係）に記載しております。　

　

（b）平成31年３月28日開催の第32回定時株主総会で決議されたストックオプションの内容

決議年月日 平成31年３月28日第32回定時株主総会

付与対象者の区分及び数(名)
当社の従業員、取締役（監査等委員である取締役を除く。）、監査等
委員である取締役、当社グループ会社の従業員、取締役、監査役並び
に社外協力者のうち当社取締役会が認めた者　(注)１

権利行使期間
付与決議日より２年を経過した日から当該決議日より10年を経過する
日までとする。

新株予約権の数(個) （上限）50,000

新株予約権の目的となる株式の種類及び数
(株)

（上限）普通株式 5,000,000　（注）２

新株予約権の行使時の払込金額(円）　 (注)３

新株予約権の行使の条件 (注)４

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)５

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関
する事項

(注)６
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(注)１　人数は、この有価証券報告書提出日以降に開催される取締役会で決議されます。
２ 新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下「付与株式数」という。）は当社普通株式100株とする。

なお、新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。）後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償
割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち当該時点
で権利行使されていないものについて、次の算式により付与株式数を調整する。ただし、調整の結果生じる１
株未満の端数は、これを切り捨てる。
 

　　　　　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割又は併合の比率
　

上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は合理的な範囲で付与株式数を調
整することができるものとする。

３　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることがで
きる株式１株当たりの金銭の額（以下「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。

　行使価額は、新株予約権の発行を決議した日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値（終値
がない場合は、それに先立つ直近の終値）とする。

　なお、行使価額の調整は以下のとおりとする。
　（ア）新株予約権割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整

の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。
上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は合理的な範囲で付与株式数を
調整することができる。なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。
　

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割又は併合の比率
 

　
　（イ）新株予約権割当日後、当社が当社普通株式の時価を下回る価額で新株式の発行又は新株予約権自己株式の処

分を行う場合（会社法第194条の規定（単元未満株主による単元未満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡
し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる
新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の行使による場合を除く。）は、次の算式により
行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。
　

    
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行株式数
 

　
なお、上記の算式において「既発行株式数」は、当社の発行済普通株式総数から当社の保有する普通株式に
かかる自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己
株式数」に読み替える。

　（ウ）上記のほか、新株予約権割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主
への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件等を勘
案の上、当社は合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。

４　(１)新株予約権者が当社の従業員、取締役（監査等委員である取締役を除く。）、監査等委員である取締役、
当社グループ会社の従業員、取締役、監査役並びに社外協力者の地位でなくなった場合、新株予約権を行
使することができない。ただし、当社及びグループ会社の従業員が会社都合により退職した場合もしくは
定年により退職した場合、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）、監査等委員である取締
役、当社グループ会社の取締役、監査役が任期満了により退任した場合等、取締役会が正当な理由がある
と認めた場合はこの限りではない。

     　(２)新株予約権の最低単位は１個とし、分割行使はできない。

　　(３)新株予約権の行使に関するその他の条件等は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約
に定めるところによる。 

５　新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。
　　６　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以

上を総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において
残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会
社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を
以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとす
る。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸
収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

 
② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。
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(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金
増減額
(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成26年１月１日～
平成26年12月31日 (注)１

△11,825,145 109,014,545 7,826 9,985,004 7,826 177,329

平成27年１月１日～
平成27年12月31日 (注)２

45,000 109,059,545 2,682 9,987,687 2,682 180,011

平成28年１月１日～
平成28年12月31日

― 109,059,545 ― 9,987,687 ― 180,011

平成29年１月１日～
平成29年12月31日 (注)２

20,000 109,079,545 610 9,988,297 610 180,622

平成30年１月１日～
平成30年12月31日 (注)２

553,000 109,632,545 23,743 10,012,040 23,743 204,365
 

(注) １　新株予約権（ストックオプション）の行使による増加150,000株と自己株式の消却による減少11,975,145株

であります。

２　新株予約権（ストックオプション）の行使による増加であります。

３　平成31年１月１日から平成31年２月28日までの間に、新株予約権（ストックオプション）の行使により、発

行済株式総数が19,000株、資本金が1,013千円及び資本準備金が1,013千円増加しております。

 
(5) 【所有者別状況】

(平成30年12月31日現在)

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)
単元未満
株式の状況

(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等 個人
その他

計
個人以外 個人

株主数
(人)

― 5 31 67 36 32 14,816 14,987 ―

所有株式数
(単元)

― 19,083 20,731 5,015 489,347 3,983 558,049 1,096,208 11,745

所有株式数
の割合(％)

― 1.74 1.89 0.46 44.64 0.36 50.91 100.00 ―
 

(注)１　自己株式186株は、「個人その他」に１単元、「単元未満株式の状況」に86株含まれております。

　　２　「その他の法人」には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が44単元含まれております。

　

(6) 【大株主の状況】

(平成30年12月31日現在)

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の

総数に対する
所有株式数
の割合(％)

OSHIMA GENERAL HOLDINGS No.1,LLC

(常任代理人 みずほ証券株式会社)

CORPORATION TRUST CENTER,1209 ORANGE

STREET,WILMINGTON DELAWARE 19801,U.S.A

(東京都千代田区大手町１丁目５－１）

47,660 43.47

横山　尚之 東京都杉並区 1,432 1.31

松田　孝信 滋賀県彦根市 820 0.75

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内１丁目１番２号 800 0.73

野末　郁代 兵庫県西宮市 700 0.64

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１丁目２－１０ 657 0.60

アライドテレシスホールディングス従業

員持株会
東京都品川区西五反田７丁目２１－１１ 607 0.55

松井証券株式会社 東京都千代田区麹町１丁目４番地 524 0.48

山田　愼也 愛知県名古屋市千種区 450 0.41

岡崎　吉男 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 441 0.40

計 ― 54,093 49.34
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

(平成30年12月31日現在)

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) 普通株式 100
 

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 109,620,700
 

1,096,207 ―

単元未満株式 普通株式 11,745
 

― ―

発行済株式総数  109,632,545 ― ―

総株主の議決権 ― 1,096,207 ―
 

(注)１ 「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が4,400株(議決権44個)含まれ

ております。

 ２　「単元未満株式」の欄には、自己株式86株が含まれております。

 
② 【自己株式等】

(平成30年12月31日現在)

所有者の氏名

又は名称
所有者の住所

自己名義

所有株式数

(株)

他人名義

所有株式数

(株)

所有株式数

の合計

(株)

発行済株式

総数に対する

所有株式数

の割合(％)

(自己保有株式)

アライドテレシスホールディ

ングス株式会社

東京都品川区西五反田七丁目

21番11号
100 ― 100 0.00

計 ― 100 ― 100 0.00
 

　

 
２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】会社法第155条第７号による普通株式の取得

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。
 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。
 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数（株） 価額の総額（千円）

当事業年度における取得自己株式 34 6

当期間における取得自己株式 90 8
 

（注）当期間における取得自己株式には、平成31年３月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

による株式数は含めておりません。
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(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数
(株)

処分価額の総額
(千円)

株式数
(株)

処分価額の総額
(千円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

― ― ― ―

その他 ― ― ― ―
     

保有自己株式数 186 ― 276 ―
 

(注) 当期間における保有自己株式には、平成31年３月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

による株式数は含めておりません。

　

 
３ 【配当政策】

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要な施策のひとつと位置づけており、財務体質の強化と将来の事

業展開に必要な内部留保を確保しつつ、安定した利益還元を継続的に行うことを基本方針としています。

また、当社は、取締役会の決議により、会社法第454条第５項に規定する中間配当及び会社法第459条第１項に規定

する剰余金の配当等を行うことができる旨を定款に定めております。

当期につきましては、業績の向上に努めてまいりましたが、内部留保の充実及び剰余金の配当を実施するには不十

分であることから、誠に不本意ではございますが無配とさせていただきました。

 
 

 

４ 【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第28期 第29期 第30期 第31期 第32期

決算年月 平成26年12月 平成27年12月 平成28年12月 平成29年12月 平成30年12月

最高(円) 126 107 73 77 286

最低(円) 76 42 37 54 62
 

(注)  最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。
　

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成30年７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高(円) 143 152 133 122 119 117

最低(円) 119 95 105 97 99 69
 

(注)  最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。
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５ 【役員の状況】

男性５名　女性１名　（役員のうち女性の比率16.7％）

役名
氏名

（生年月日）
略歴 任期

所 有
株式数
(千株)

代表取締役

会長

大嶋　章禎

(昭和15年９月17日)

昭和62年３月

昭和62年９月

昭和62年９月

 

平成16年12月

当社代表取締役社長

当社代表取締役会長（現任）

Allied Telesyn International Corp.(現Allied Telesis,Inc.)取締

役会長兼ＣＥＯ（現任）

アライドテレシス株式会社代表取締役社長（現任）

(注)３ ―

取締役

Sachie Oshima

(サチエ オオシマ)

(昭和46年８月９日)

平成16年１月

平成16年３月

平成17年５月

平成19年２月

平成19年３月

平成22年３月

Allied Telesis,Inc.取締役（現任）

当社取締役

Allied Telesis Capital Corp.取締役（現任）

米国スタンフォード大学医学部特任准教授（現任）

当社取締役退任

当社取締役（現任）

(注)３ ―

取締役

Ashit Padwal

(アッシュ パドワル)

(昭和39年１月５日)

平成18年１月

平成23年９月

平成24年３月

平成25年１月

平成25年１月

Allied Telesis Captal Corp.取締役（現任）

Allied Telesis,Inc.チーフリスクオフィサー（現任）

当社取締役（現任）

米国航空宇宙工業会サプライチェーン諮問委員会メンバー（現任）

国際プリント基板協会政府関係委員会メンバー（現任）

(注)３ ―

取締役

（監査等委員）

井上　隆司

(昭和31年８月24日)

昭和56年10月

 

昭和60年５月

平成10年６月

平成30年９月

平成30年10月

平成30年10月

平成31年３月

平成31年３月

監査法人サンワ・東京丸の内事務所（現有限責任監査法人トーマ

ツ）入所

公認会計士登録

監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）社員就任

有限責任監査法人トーマツ退所

井上隆司公認会計士事務所開設（現任）

共栄会計事務所パートナー就任（現任）

株式会社ブロードバンドタワー取締役（監査等委員）（現任）

当社取締役（監査等委員）（現任）

(注)４ ―

取締役

（監査等委員）

村山　正和

(昭和25年11月28日)

昭和50年４月

昭和60年11月

平成12年８月

平成18年７月

平成20年７月

平成21年３月

平成31年３月

株式会社東京銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行

米国ソロモンブラザーズ社（現シティ・グループ）入社

メリルリンチ日本証券株式会社入社

ＪＬキャピタル社社長

同社アドバイザー（現任）

当社取締役

当社取締役（監査等委員）（現任）

(注)４ 10

取締役

（監査等委員）

新井　章治

(昭和21年９月７日)

昭和46年４月

平成７年６月

 

平成10年６月

 

平成15年６月

平成18年４月

平成23年３月

平成31年３月

日本電信電話公社（現日本電信電話株式会社）入社

エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社（現株式会社エヌ・ティ・

ティ・データ）東北支社長

エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス株式会社代表取締役

常務

ジャパンシステム株式会社常務取締役

株式会社ネットリーシング代表取締役

当社監査役

当社取締役（監査等委員）（現任）

(注)４ ―

計 10
 

(注) １ 平成31年３月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって

監査等委員会設置会社へ移行しました。

２ 取締役（監査等委員）井上隆司、村山正和、新井章治の各氏は、社外取締役であります。

３ 平成31年３月28日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。

４ 平成31年３月28日開催の定時株主総会終結の時から２年間であります。

５ 取締役Sachie Oshima(サチエ オオシマ)氏は、代表取締役会長大嶋章禎氏の子であります。
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

当社グループは、経営の健全性、透明性及び効率性を確保し、継続的に企業価値を高めていくことがコーポ

レート・ガバナンスの基本であり、経営の最重要課題の一つであると認識しています。

　

①  企業統治の体制

　　　　イ．企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由

当社は、平成31年３月28日開催の第32回定時株主総会の決議に基づき、同日付で監査役会設置会社から

監査等委員会設置会社へ移行いたしました。取締役会の監査・監督機能の強化によりコーポレート・ガバ

ナンスの一層の充実を図るとともに、業務執行を行う取締役への権限移譲により迅速な意思決定と経営の

効率化を目指してまいります。

　　　　ロ．会社の機関の概要

　　　　　（取締役会）

取締役会は、提出日現在、取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名、監査等委員である取締役

３名(うち社外取締役３名)で構成されております。取締役会は、原則として月１回開催されるほか、必要

に応じ臨時に開催され、法令又は定款で定められた事項や経営上の重要な意思決定を行うとともに、取締

役の業務執行を監督します。

　　　　　（監査等委員会）

監査等委員会は、提出日現在、監査等委員である取締役３名で構成され、全員が社外取締役です。監査

等委員会は、原則として月１回開催され、法令、定款及び監査等委員会規程に基づき、取締役の業務執行

を監査します。

ハ．内部統制システムの整備状況

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき以下の内部統制システム構築の基本方針を定め、内部統制

の整備・強化に取り組んでおります。

　　　　　（内部統制システム構築の基本方針）

　　　　　(a) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

「企業倫理規程」等のコンプライアンス体制に係る規程を、全役職員が法令、定款及び社会規範を遵

守した行動を取るための行動規範とする。本件は法務室を中心に役職員への教育等を行い、その徹底を

図る。内部監査部門は、代表取締役の指示のもと、コンプライアンスの状況を監査し、定期的に報告す

るものとする。また、法令上疑義ある行為等について使用人が直接に情報提供を行う手段としてコンプ

ライアンス・ホットラインを設置・運営する。また、当社グループ全体のコンプライアンス体制の運用

評価及び整備・強化・有効性の維持・向上のために必要な諸施策を提言することを目的とする「統合コ

ンプライアンス委員会」を設置する。

(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

「文書管理規程」に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体（以下、「文書等」と

いう。）に記録し、保存及び管理する。監査等委員でない取締役及び監査等委員は「文書管理規程」に

より、常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。

(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

品質、コンプライアンス、情報セキュリティ、災害及び輸出入管理等に係るリスクについては、各担

当部署において諸規則の策定、研修の実施等を行うものとし、組織横断的なリスク状況の監視及び全社

的対応は、「統合コンプライアンス委員会」を中心に行うものとする。また、新たに生じた重大なリス

クについては、担当取締役を定め、速やかに対応にあたるものとする。

(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役会は、全役職員が共有する全社的な目標を定め、業務担当取締役は、その目標達成のために、

各部門の具体的目標及び「職務権限規程」に基づく効率的な目標達成のための方法を定める。業務担当

取締役は、その進捗状況を定期的に取締役会に報告し、取締役会は、その内容を検討の上、改善を促す

ものとする。
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(e) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社グループのセグメント別の事業に関して担当取締役を任命し、法令遵守体制及びリスク管理体制

を構築する権限と責任を与えるものとする。これには、子会社の取締役に対し、取締役の職務の執行に

係る情報の保存及び管理に関する体制の整備について指導することを含む。総務室は、これらを横断的

に推進し管理する。

(f) 子会社の取締役等の職務の執行に係る重要事項の当社への報告体制及び職務の執行が効率的に行われる

ことを確保するための体制

当社が定める「グループ管理規程」に基づいて、子会社の業績、財務状況、重要な人事及びその他重

要な情報について取締役会は定期的な報告を受け、その状況に応じてリスク管理を行う。また、業務の

効率性を確保する社内体制を整備する。

(g) 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制

及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に

関する事項

監査等委員会の職務を補助すべき専属の使用人は置かないものとする。ただし、監査等委員会は必要

に応じて法務室長の了承を得た上で、法務室所属の使用人に対し監査業務に必要な事項を命令すること

ができるものとし、その使用人は、その命令に関して取締役及び法務室長の指揮命令を受けないものと

する。当該使用人の人事評価、懲戒処分等に関しては、監査等委員会の事前の同意を得るものとする。

(h) 当社及び子会社の取締役・使用人等が監査等委員会に報告をするための体制及びその他の監査等委員会

への報告に関する体制

当社及び子会社の取締役及び使用人等は、監査等委員会に対して、法令に定める事項（会社法第357

条）に加え、全社的に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス・ホットライ

ンによる通報状況をすみやかに報告する。報告の方法は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）

と監査等委員会との協議により決定する。

(i) 報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

監査等委員会に前項の報告を行った者に対して、当該報告を理由として不利な取扱いを行うことを禁

止する。

(j) 監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査等委員がその職務執行について、当社に対し会社法第399条の２第４項に基づく費用の前払い等の

請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務執行に必要でないと認められ

た場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

(k) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査等委員会と代表取締役、業務担当取締役等との間の定期的な意見交換会を設定する。また、監査

等委員会は、必要に応じて会計監査人から説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図って

いくものとする。

ニ．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　　　内部統制システムの整備状況の業務の適正を確保するための体制については、「統合コンプライアンス

委員会」を設置し、その実効性を確認することとしております。当事業年度に関しては「統合コンプライ

アンス委員会」を２回開催しております。

ホ　責任限定契約の内容の概要

　　　当社と取締役（業務執行取締役である取締役を除く。）は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法

第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令

に定める最低限度額であります。

　

② 監査等委員会監査及び内部監査の状況

当社の監査等委員は、取締役会以外にも重要な会議への出席するほか、重要な書類の閲覧、取締役等からの

報告の聴取等を通して業務執行に対する監査を行います。また、会計監査人とは必要に応じて情報交換・意見

交換を行い、監査機能の充実に努めてまいります。内部監査につきましては、内部監査部門が年間計画に基づ

き当社グループの財務報告に係る内部統制を含む内部監査を実施しており、必要に応じて監査等委員会や会計

監査人との協議を実施することで内部監査の実効性を高めてまいります。
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③ 社外取締役

当社には、社外取締役を選任にあたり独立性に関する明確な基準はありませんが、専門的知識を有し、豊富

な経験と知見を基に発言を行い、客観的立場から経営の監視・監督を行える人材を選任する方針であります。

提出日現在、社外取締役は３名であり、いずれも、当社と人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関

係はありません。

監査等委員である社外取締役の井上隆司氏は、平成31年３月28日開催の第32回定時株主総会で監査等委員で

ある取締役に選任されました。同氏は公認会計士としての専門知識を有しており、財務及び会計に関する知見

を活かし、業務執行の監査・監督を公正・的確に遂行いただけるものと考えております。なお、当社は同氏を

東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

監査等委員である社外取締役の村山正和氏は、平成21年３月から10年間、当社の社外取締役であり、平成31

年３月28日開催の第32回定時株主総会で監査等委員である取締役に選任されました。同氏は金融分野における

専門知識及び経営に関する幅広い知識・経験を有しており、これらの経験や実績を活かし、業務執行の監査・

監督を公正・的確に遂行いただけるものと考えております。なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づ

く独立役員として届け出ております。

監査等委員である社外取締役の新井章治氏は、平成23年３月から８年間、当社の社外監査役であり、平成31

年３月28日開催の第32回定時株主総会で監査等委員である取締役に選任されました。同氏は、他社での代表取

締役等の経験から会社経営に幅広い知識・経験を有しており、これらの経験や実績を活かし、業務執行の監

査・監督を公正・的確に遂行いただけるものと考えております。
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④ 役員報酬等

イ．役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額
(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円) 対象となる
役員の員数

(人)基本報酬
ストック
オプション

賞与 退職慰労金

取締役
(社外取締役を除く)

96 96 ― ― ― 3

監査役
(社外監査役を除く)

6 6 ― ― ― 1

社外役員 20 20 ― ― ― 4
 

　

ロ．提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

氏名
連結報酬等
の総額

役員区分 会社区分

連結報酬等の種類別の額

基本報酬
ストック
オプション

賞与 退職慰労金

大嶋章禎
126百万円

取締役 提出会社 66百万円 ― ― ―

取締役
連結子会社
アライドテレシス㈱

60百万円 ― ― ―

370千米ドル 取締役
連結子会社
Allied Telesis,Inc.

370千米ドル ― ― ―
 

　（注）連結報酬等の総額が１億円以上であるものに限定して記載しております。
 

ハ．役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針内容及び決定方法

　　　監査等委員会設置会社移行前の取締役の報酬等の額については、株主総会の決議によって決定した取締

役の報酬総額の限度額内で、会社業績、経営に対する責任の大きさ、職務遂行の対価等を総合的に勘案し

ております。

　　　監査等委員会設置会社移行前の監査役の報酬等の額については、株主総会の決議によって決定した監査

役の報酬総額の限度額内で、職務分担等を勘案し、監査役の協議によって決定しております。

　

⑤  株式の保有状況

当社は、子会社の経営管理を行うことを主たる業務としております。

当社が保有する株式はすべて子会社株式及び非上場株式であり、純投資目的である株式は保有しておりませ

ん。

イ．投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

　　　　　　　該当事項はありません。

ロ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有

目的(非上場株式を除く)

　　　　　　　該当事項はありません。

ハ．保有目的が純投資目的である投資株式

　　　　　　　該当事項はありません。

　

⑥  会計監査の状況

　　　　　会計監査人の名称

　　　　　　有限責任監査法人トーマツ

　　　　　業務を執行した公認会計士の氏名

　　　　　　指定有限責任社員 業務執行社員 茂木　浩之

　　　　　　指定有限責任社員 業務執行社員 髙橋　篤史

           指定有限責任社員 業務執行社員 菊池　寛康

　　　　　監査業務に係る補助者の構成

　　　　　　公認会計士 ３名、その他 ６名
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⑦ 取締役会で決議できる株主総会決議事項

　イ．自己株式の取得

　　　当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって、自己株式の取得を行うことがで

きる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とす

るため、市場取引等により、当社の株式を取得することを目的とするものであります。

　ロ．取締役及び監査等委員会設置会社移行前の監査役の責任免除

　　　当社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含

む。)及び監査等委員会設置会社移行前の監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第１項の賠

償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を

控除して得た額を限度として免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査

役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮し、期待される役割を果たしてもらうための環境整

備を目的とするものであります。

　ハ．剰余金の配当等の決定機関

　　　当社は、機動的な配当政策を可能とするため、会社法第454条第５項に定める剰余金の配当(中間配当)を

取締役会の決議によって行う旨、また、会社法第459条第１項各号に掲げる事項についても、取締役会決議

により行う旨を定款に定めております。

⑧ 取締役の定数

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の定数は８名以内、監査等委員である取締役は５名以内

とする旨を定款に定めております。

　

⑨ 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する

株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。

　

⑩  株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株

主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めて

おります。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行う

ことを目的とするものであります。

　

(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

提出会社 44,000 ― 45,500 ―

連結子会社 10,000 ― 10,000 ―

計 54,000 ― 55,500 ―
 

　

② 【その他重要な報酬の内容】

          該当事項はありません。

　

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

          該当事項はありません。

　

④ 【監査報酬の決定方針】

該当事項はありませんが、監査法人より監査計画に基づいた見積りを受け、規模・特性・監査日数等を勘案し

た上で決定しております。
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第５ 【経理の状況】

 

１  連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以

下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

 

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま

す。

 

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度(平成30年１月１日から平成30年12月31

日まで)の連結財務諸表及び事業年度(平成30年１月１日から平成30年12月31日まで)の財務諸表について、有限責任監

査法人トーマツにより監査を受けております。

 

３  連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内

容を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財

務会計基準機構へ加入し、企業会計基準委員会等の行う研修に参加しております。
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１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成29年12月31日)
当連結会計年度

(平成30年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 4,671,861 3,599,921

  受取手形及び売掛金 5,478,573 5,951,118

  リース債権及びリース投資資産 266,908 293,937

  商品及び製品 ※2  2,693,989 ※2  3,321,005

  仕掛品 216,372 293,786

  原材料及び貯蔵品 453,294 763,351

  繰延税金資産 166,199 408,101

  その他 860,469 973,182

  貸倒引当金 △100,213 △98,403

  流動資産合計 14,707,457 15,506,002

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 ※2  3,352,739 ※2  3,921,690

    減価償却累計額及び減損損失累計額 △2,697,493 △2,743,787

    建物及び構築物（純額） 655,245 1,177,903

   機械装置及び運搬具 2,449,318 2,452,240

    減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,803,584 △1,836,629

    機械装置及び運搬具（純額） 645,733 615,610

   工具、器具及び備品 4,980,990 4,968,924

    減価償却累計額及び減損損失累計額 △4,763,956 △4,697,191

    工具、器具及び備品（純額） 217,034 271,733

   土地 ※2  2,564,584 ※2  2,683,460

   建設仮勘定 6,746 88,421

   有形固定資産合計 4,089,344 4,837,129

  無形固定資産   

   その他 77,549 71,624

   無形固定資産合計 77,549 71,624

  投資その他の資産   

   投資有価証券 ※1  3,270 ※1  3,270

   繰延税金資産 1,276,592 1,390,205

   その他 851,501 878,795

   貸倒引当金 △13,111 △11,596

   投資その他の資産合計 2,118,252 2,260,675

  固定資産合計 6,285,146 7,169,429

 資産合計 20,992,603 22,675,431
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成29年12月31日)
当連結会計年度

(平成30年12月31日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 2,099,807 2,219,366

  短期借入金 ※2,※3  3,484,500 ※2,※3  2,029,970

  1年内返済予定の長期借入金 ※2  1,580,385 ※2,※3  1,583,999

  未払費用 1,095,432 1,230,256

  未払法人税等 267,950 203,105

  賞与引当金 158,093 102,853

  前受収益 3,695,048 3,874,597

  その他 1,050,869 1,096,042

  流動負債合計 13,432,087 12,340,192

 固定負債   

  長期借入金 ※2  1,880,809 ※2,※3  4,386,649

  繰延税金負債 68,340 44,432

  退職給付に係る負債 655,381 643,859

  その他 479,883 603,207

  固定負債合計 3,084,414 5,678,147

 負債合計 16,516,501 18,018,339

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 9,988,297 10,012,040

  資本剰余金 168,583 192,326

  利益剰余金 △6,158,167 △5,946,683

  自己株式 △8 △15

  株主資本合計 3,998,704 4,257,668

 その他の包括利益累計額   

  為替換算調整勘定 237,891 169,153

  退職給付に係る調整累計額 △36,684 △31,498

  その他の包括利益累計額合計 201,206 137,654

 新株予約権 276,191 261,768

 純資産合計 4,476,102 4,657,091

負債純資産合計 20,992,603 22,675,431
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② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

           (単位：千円)

          前連結会計年度
(自 平成29年１月１日
　至 平成29年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成30年１月１日
　至 平成30年12月31日)

売上高 29,206,302 28,638,528

売上原価 10,745,728 10,574,952

売上総利益 18,460,573 18,063,575

販売費及び一般管理費 ※1,※2  17,320,020 ※1,※2  17,513,434

営業利益 1,140,553 550,141

営業外収益   

 受取利息 4,977 1,505

 受取配当金 110 123

 助成金収入 7,985 8,778

 保険返戻金 6,399 6,399

 その他 15,227 5,680

 営業外収益合計 34,700 22,487

営業外費用   

 支払利息 107,823 114,786

 為替差損 114,599 233,961

 支払手数料 85,009 135,000

 その他 19,793 4,078

 営業外費用合計 327,226 487,826

経常利益 848,027 84,802

特別利益   

 新株予約権戻入益 14,143 567

 子会社清算益 - 66,540

 受取保険金 374,851 -

 特別利益合計 388,994 67,107

特別損失   

 減損損失 ※3  8,676 ※3  8,224

 子会社清算損 - 6,386

 事業再編損 100,026 -

 特別損失合計 108,702 14,610

税金等調整前当期純利益 1,128,319 137,298

法人税、住民税及び事業税 365,556 327,386

法人税等調整額 △368,916 △401,571

法人税等合計 △3,360 △74,185

当期純利益 1,131,679 211,484

親会社株主に帰属する当期純利益 1,131,679 211,484
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【連結包括利益計算書】

           (単位：千円)

          前連結会計年度
(自 平成29年１月１日
　至 平成29年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成30年１月１日
　至 平成30年12月31日)

当期純利益 1,131,679 211,484

その他の包括利益   

 繰延ヘッジ損益 △19,666 -

 為替換算調整勘定 △106,057 △68,737

 退職給付に係る調整額 870 5,185

 その他の包括利益合計 ※1,※2  △124,853 ※1,※2  △63,552

包括利益 1,006,826 147,932

（内訳）   

 親会社株主に係る包括利益 1,006,826 147,932

 非支配株主に係る包括利益 - -
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③ 【連結株主資本等変動計算書】

 前連結会計年度(自 平成29年１月１日　至 平成29年12月31日)

 

 (単位：千円)

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 9,987,687 167,972 △7,289,846 △7 2,865,805

当期変動額      

新株の発行（新株予

約権の行使）
610 610   1,220

親会社株主に帰属す

る当期純利益
  1,131,679  1,131,679

自己株式の取得    △1 △1

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

     

当期変動額合計 610 610 1,131,679 △1 1,132,898

当期末残高 9,988,297 168,583 △6,158,167 △8 3,998,704
 

 

 
その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計
繰延ヘッジ損益

為替換算調整勘

定

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括利

益累計額合計

当期首残高 19,666 343,948 △37,555 326,059 288,615 3,480,481

当期変動額       

新株の発行（新株予

約権の行使）
     1,220

親会社株主に帰属す

る当期純利益
     1,131,679

自己株式の取得      △1

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

△19,666 △106,057 870 △124,853 △12,424 △137,277

当期変動額合計 △19,666 △106,057 870 △124,853 △12,424 995,621

当期末残高 - 237,891 △36,684 201,206 276,191 4,476,102
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 当連結会計年度(自 平成30年１月１日　至 平成30年12月31日)

 

 (単位：千円)

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 9,988,297 168,583 △6,158,167 △8 3,998,704

当期変動額      

新株の発行（新株予

約権の行使）
23,743 23,743   47,486

親会社株主に帰属す

る当期純利益
  211,484  211,484

自己株式の取得    △6 △6

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

     

当期変動額合計 23,743 23,743 211,484 △6 258,964

当期末残高 10,012,040 192,326 △5,946,683 △15 4,257,668
 

 

 
その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計
為替換算調整勘定

退職給付に係る調

整累計額

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 237,891 △36,684 201,206 276,191 4,476,102

当期変動額      

新株の発行（新株予

約権の行使）
    47,486

親会社株主に帰属す

る当期純利益
    211,484

自己株式の取得     △6

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

△68,737 5,185 △63,552 △14,422 △77,974

当期変動額合計 △68,737 5,185 △63,552 △14,422 180,989

当期末残高 169,153 △31,498 137,654 261,768 4,657,091
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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前連結会計年度
(自 平成29年１月１日
　至 平成29年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成30年１月１日
　至 平成30年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前当期純利益 1,128,319 137,298

 減価償却費 369,586 294,061

 減損損失 8,676 8,224

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △58,586 △1,775

 賞与引当金の増減額（△は減少） 45,443 △54,858

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △4,207 △9,800

 受取利息及び受取配当金 △5,088 △1,628

 支払利息 107,823 114,786

 為替差損益（△は益） 173,147 167,223

 新株予約権戻入益 △14,143 △567

 事業再編損 100,026 -

 助成金収入 △7,985 △8,778

 保険返戻金 △6,399 △6,399

 受取保険金 △374,851 -

 子会社清算損益（△は益） - △60,153

 売上債権の増減額（△は増加） 160,463 △510,531

 たな卸資産の増減額（△は増加） 303,939 △1,028,181

 仕入債務の増減額（△は減少） △591,527 134,441

 未払費用の増減額（△は減少） △54,936 162,974

 前受収益の増減額（△は減少） 294,194 181,593

 その他 157,969 209,794

 小計 1,731,862 △272,277

 利息及び配当金の受取額 5,088 1,628

 利息の支払額 △114,000 △118,742

 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △278,032 △418,334

 事業再編による支出 △87,664 △13,600

 助成金の受取額 7,985 8,778

 保険返戻金の受取額 6,399 6,399

 保険金の受取額 374,851 -

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,646,489 △806,147

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △357,773 △1,111,521

 有形固定資産の売却による収入 5,094 538

 無形固定資産の取得による支出 △16,064 △36,970

 その他 26,946 2,365

 投資活動によるキャッシュ・フロー △341,796 △1,145,588

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の純増減額（△は減少） 299,455 △1,332,406

 長期借入れによる収入 600,000 4,609,676

 長期借入金の返済による支出 △1,511,859 △2,338,836

 その他 △20,955 13,284

 財務活動によるキャッシュ・フロー △633,359 951,717

現金及び現金同等物に係る換算差額 △163,852 △71,921

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 507,481 △1,071,940

現金及び現金同等物の期首残高 4,164,380 4,671,861

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  4,671,861 ※1  3,599,921
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【注記事項】

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

１　連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数  34社

①　主要な連結子会社名

・アライドテレシス株式会社

・Allied Telesis,Inc.

 

②　新たに連結の範囲に含めた子会社

該当事項はありません。

 

③　新たに連結の範囲から除外した子会社

・Allied Telesis (Suzhou) Co., Ltd.

　・Allied Telesis Soluções de Rede Ltda.

　・Allied Telesyn International (Malaysia) SDN. BHD.

　当連結会計年度において清算結了したため、連結の範囲から除外しております。

 
(2) 非連結子会社の数　１社

非連結子会社名

Allied Telesis Panama Inc.

(連結の範囲から除いた理由)

非連結子会社の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれ

も連結財務諸表に重要な影響を及ぼさないため連結の範囲から除外しております。

 
２　持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用関連会社の数

該当事項はありません。

(2) 持分法を適用していない非連結子会社

Allied Telesis Panama Inc.は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等が重要な影響

を及ぼさないため持分法の適用範囲から除外しております。

 

３　連結子会社及び持分法適用関連会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、Allied Telesis India Private Ltd.の決算日は３月31日であります。

連結財務諸表の作成にあたっては連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。なお、

その他の連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

 

４　会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

連結決算日の市場価格に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法

により算定)によっております。

時価のないもの

移動平均法による原価法によっております。

②　デリバティブ

時価法によっております。
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③　たな卸資産

商品及び製品

主として移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)に

よっております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産(リース資産を除く)

当社及び国内連結子会社は、定率法(ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並び

に平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法)により、海外連結子会社は、定

額法によっております。

主な耐用年数

建物及び構築物

(３年～38年)

機械装置及び運搬具

(５年～６年)

工具、器具及び備品

(３年～20年)

②　無形固定資産(リース資産を除く)

自社利用のソフトウェアは、社内における見込利用期間(３年又は５年)に基づく定額法によっております。

販売用ソフトウェアは、販売可能な見込有効期間(３年)に基づく定額法によっております。

③　リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金

従業員に対して支給する賞与に備えるため、当連結会計年度に負担すべき支給見込額を計上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

①　退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、

期間定額基準によっております。

②　数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（８年）

による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理することとしております。

　(5) 重要な収益及び費用の計上基準

ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準

リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。

(6) 連結財務諸表の作成の基礎となった連結会社の財務諸表の作成にあたって採用した重要な外貨建の資産及び負債

の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており

ます。なお、海外連結子会社の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用

は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。
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(7) 重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、金利スワップについては特例処理の要件を満たしている場合は、

特例処理を採用しております。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段  金利スワップ

為替予約取引

ヘッジ対象  借入金の利息

外貨建金銭債務

③　ヘッジ方針

当社の市場リスク管理要領に基づき、外貨建取引の為替変動リスクを回避する目的で必要な範囲内で為替予約

取引を行っております。また、借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッ

ジ対象の識別は個別契約毎に行っております。

④　ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ有効性の評価は、原則としてヘッジ取引開始時点から有効性評価時点までの期間において、ヘッジ対象

及びヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断して

おります。

また、リスク管理方針に従って、以下の条件を満たす金利スワップを締結しております。

Ⅰ．金利スワップの想定元本と長期借入金の元本金額が一致している。

Ⅱ．金利スワップと長期借入金の契約期間及び満期が一致している。

Ⅲ．長期借入金の変動金利のインデックスと金利スワップで受払いされる変動金利のインデックスが一致してい

る。

Ⅳ．長期借入金と金利スワップの金利改定条件が一致している。

Ⅴ．金利スワップの受払い条件がスワップ期間を通して一定である。

従って、特例処理の要件を満たす金利スワップについては決算日における有効性の評価を省略しております。

(8) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に満期日

又は償還日の到来する短期投資からなっております。

(9) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

①　消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

②　連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。
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(未適用の会計基準等)

当社及び国内連結子会社

・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年３月30日)

　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年３月30日)

　(1) 概要

　収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。

　　ステップ１：顧客との契約を識別する。

　　ステップ２：契約における履行義務を識別する。

　　ステップ３：取引価格を算定する。

　　ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。

　　ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

　(2) 適用予定日

　平成34年12月期の期首より適用予定であります。

　(3) 当該会計基準等の適用による影響

　影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。

 

在外連結子会社

　・「リース」（IFRS第16号）

　(1)概要

　借り手は原則すべてのリースについて資産及び負債の認識をすること等を中心に改正された会計基準であります。

　(2)適用予定日

　平成31年12月期の期首より適用予定であります。

　(3)当会計基準等の適用による影響

　影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。

 
 

　

(表示方法の変更)

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「固定資産売却益」は、営業外収益の総額

の100分の10以下となったため、当連結会計年度より「営業外収益」の「その他」に含めて表示しております。この

表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

　この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」に表示していた「固定資産売却益」4,265

千円、「その他」10,961千円は、「その他」15,227千円として組み替えております。

　

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「固定資産売却損

益(△は益)」は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表

示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

　この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」

に表示していた「固定資産売却損益(△は益)」△4,265千円、「その他」162,234千円は、「その他」157,969千円と

して組み替えております。
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(連結貸借対照表関係)

※１  非連結子会社及び関連会社に関するものは次のとおりであります。

 

 
前連結会計年度

(平成29年12月31日)
当連結会計年度

(平成30年12月31日)

投資有価証券(株式) 1,377千円 1,377千円
 

　

※２ 担保に供している資産

次の資産を担保に供しております。

 

 
前連結会計年度

(平成29年12月31日)
当連結会計年度

(平成30年12月31日)

商品及び製品 1,022,370千円 878,729千円

建物及び構築物 530,442千円 349,940千円

土地 2,434,465千円 2,377,832千円

  計 3,987,278千円 3,606,501千円
 

上記の担保資産に対する債務は次のとおりであります。

 

 
前連結会計年度

(平成29年12月31日)
当連結会計年度

(平成30年12月31日)

短期借入金 1,600,000千円 1,600,000千円

１年内返済予定の長期借入金 337,389千円 252,855千円

長期借入金 1,161,465千円 906,000千円

  計 3,098,854千円 2,758,855千円
 

　

※３ 財務制限条項

前連結会計年度（平成29年12月31日）

平成29年３月30日付シンジケートローン契約

（組成総額　3,100,000千円　うち、タームローン契約　1,500,000千円、コミットメントライン契約　1,600,000

千円）　

・平成29年12月期決算（当該期を含む。）以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産

の部の金額を2,000,000千円以上に維持すること。

抵触した場合、当社は借入先からの通知により、期限の利益を喪失する可能性があります。

　

当連結会計年度（平成30年12月31日）

   平成30年６月27日付シンジケートローン契約

（組成総額　4,330,000千円　うち、コミットメントライン契約　1,600,000千円、タームローン契約　2,730,000

　　千円）

・平成30年12月期決算（当該期を含む。）以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の部の純

資産の部の金額を2,000,000千円以上に維持すること。

・平成30年12月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する２期について、各年度の決算期における連

結の損益計算書に示される営業損益と連結のキャッシュ・フロー計算書上の減価償却費の合計が２期連続し

て損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、平成31年12月決算期及びその

直前の期の決算を対象として行われる。

抵触した場合、当社は借入先からの通知により、期限の利益を喪失する可能性があります。
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(連結損益計算書関係)

※１  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりです。

 

 
前連結会計年度

(自 平成29年１月１日
至 平成29年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成30年１月１日
至 平成30年12月31日)

給料手当 5,523,137千円 5,539,357千円

研究開発費 3,748,824千円 3,612,830千円

賞与引当金繰入額 158,093千円 102,853千円

退職給付費用 87,913千円 78,034千円
 

 

※２  一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の金額

 

 
前連結会計年度

(自 平成29年１月１日
至 平成29年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成30年１月１日
至 平成30年12月31日)

 3,748,824千円 3,612,830千円
 

 

※３ 減損損失

前連結会計年度(自 平成29年１月１日　至 平成29年12月31日)

　　　当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

主な場所 用途 種類 金額　(千円）

ヨーロッパ、中東及びアフ
リカ

事業用資産
建物及び構築物
工具、器具及び備品

8,676

計 8,676
 

当社グループは、事業の地域別セグメントを基礎としてグルーピングを行っており、販売会社用資産について

は、地域単位でグルーピングを行っております。

また、本社、研究開発施設、自社工場等の独立してキャッシュ・フローを生み出さない資産は共用資産として

おります。

当連結会計年度において、上記の事業用資産について、事業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなる見

込みであることから、上記資産グループの帳簿価格を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（8,676千

円）として特別損失に計上しております。

　その内訳は、建物及び構築物6,176千円、工具、器具及び備品2,499千円であります。

　なお、当該資産の回収可能価額は、使用価値により測定しており、回収可能価額を見積り算定しております。

 
当連結会計年度(自 平成30年１月１日　至 平成30年12月31日)

　　　当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

主な場所 用途 種類 金額　(千円）

ヨーロッパ、中東及びアフ
リカ

事業用資産
建物及び構築物
工具、器具及び備品

8,224

計 8,224
 

当社グループは、事業の地域別セグメントを基礎としてグルーピングを行っており、販売会社用資産について

は、地域単位でグルーピングを行っております。

また、本社、研究開発施設、自社工場等の独立してキャッシュ・フローを生み出さない資産は共用資産として

おります。

当連結会計年度において、上記の事業用資産について、事業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなる見

込みであることから、上記資産グループの帳簿価格を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（8,224千

円）として特別損失に計上しております。

　その内訳は、建物及び構築物2,987千円、工具、器具及び備品5,237千円であります。

　なお、当該資産の回収可能価額は、使用価値により測定しており、回収可能価額を見積り算定しております。
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(連結包括利益計算書関係)

※１　その他の包括利益に係る組替調整額

 
前連結会計年度

(自 平成29年１月１日
至 平成29年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成30年１月１日
至 平成30年12月31日)

 

繰延ヘッジ損益   

  当期発生額 △2,617千円 ―千円

組替調整額 △17,048千円 ―千円

計 △19,666千円 ―千円

為替換算調整勘定   

  当期発生額 △106,057千円 △8,584千円

組替調整額 ―千円 △60,153千円

計 △106,057千円 △68,737千円

退職給付に係る調整額   

  当期発生額 △3,772千円 413千円

組替調整額 4,642千円 4,771千円

計 870千円 5,185千円

税効果調整前合計 △124,853千円 △63,552千円

税効果額 ―千円 ―千円

その他の包括利益合計 △124,853千円 △63,552千円
 

 

※２ その他の包括利益に係る税効果額

 
前連結会計年度

(自 平成29年１月１日
至 平成29年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成30年１月１日
至 平成30年12月31日)

繰延ヘッジ損益   

税効果調整前 △19,666千円 ―千円

税効果額 ―千円 ―千円

税効果調整後 △19,666千円 ―千円

為替換算調整勘定   

税効果調整前 △106,057千円 △68,737千円

税効果額 ―千円 ―千円

税効果調整後 △106,057千円 △68,737千円

退職給付に係る調整額   

税効果調整前 870千円 5,185千円

税効果額 ―千円 ―千円

税効果調整後 870千円 5,185千円

その他の包括利益合計   

税効果調整前 △124,853千円 △63,552千円

税効果額 ―千円 ―千円

税効果調整後 △124,853千円 △63,552千円
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(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成29年１月１日 至 平成29年12月31日)

１  発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 109,059,545 20,000 ― 109,079,545
 

　
(変動事由の概要)

普通株式の増加は、新株予約権（ストックオプション）の行使に伴う新株発行によるものであります。

 
２  自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 133 19 ― 152
 

　
(変動事由の概要)

普通株式の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。

 

３  新株予約権等に関する事項

 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当連結会計
年度末残高
(千円)

当連結会計
年度期首

増加 減少
当連結会計
年度末

提出会社
ストックオプションとして
の新株予約権

普通株式 ― ― ― ― 235,152

小計 ― ― ― ― 235,152

子会社 1998年ストックオプション 普通株式 ― ― ― ― 41,038

小計 ― ― ― ― 41,038

合計 ― ― ― ― 276,191
 

(注) 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。

 

４  配当に関する事項

　　　該当事項はありません。

　

当連結会計年度(自 平成30年１月１日 至 平成30年12月31日)

１  発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 109,079,545 553,000 ― 109,632,545
 

　
(変動事由の概要)

普通株式の増加は、新株予約権（ストックオプション）の行使に伴う新株発行によるものであります。

 
２  自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 152 34 ― 186
 

　
(変動事由の概要)

普通株式の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。
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３  新株予約権等に関する事項

 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当連結会計
年度末残高
(千円)

当連結会計
年度期首

増加 減少
当連結会計
年度末

提出会社
ストックオプションとして
の新株予約権

普通株式 ― ― ― ― 220,730

小計 ― ― ― ― 220,730

子会社 1998年ストックオプション 普通株式 ― ― ― ― 41,038

小計 ― ― ― ― 41,038

合計 ― ― ― ― 261,768
 

(注) 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。

 

４  配当に関する事項

　　　該当事項はありません。

　

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 

 
前連結会計年度

(自 平成29年１月１日
至 平成29年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成30年１月１日
至 平成30年12月31日)

現金及び預金勘定 4,671,861千円 3,599,921千円

現金及び現金同等物 4,671,861千円 3,599,921千円
 

 

(リース取引関係)

１ オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能に係る未経過リース料

  (単位：千円)

 
前連結会計年度

(平成29年12月31日)
当連結会計年度

(平成30年12月31日)

１年内 158,080 110,844

１年超 66,117 175,250

合計 224,197 286,094
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(金融商品関係)

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組み方針

当社グループは事業計画に照らして、必要な資金(主に銀行借入)を調達しております。

一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用しております。デリバティブは、後述するリスクを回避するた

めに利用しており、投機的取引は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グ

ループの与信管理規定に従い、取引先毎の期日管理及び残高管理を行うとともに、その信用状況を定期的に把握す

る体制としています。

また、在外子会社の受取手形及び売掛金は、為替リスクに晒されております。 

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが１年以内の支払期日です。外貨建てのものについては、

為替の変動リスクに晒されておりますが、適宜先物為替予約等を利用してヘッジをしております。

借入金については、営業取引及び設備投資等に係わる資金を短期及び長期の適切な配分により調達しておりま

す。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されていますが、このうち長期のものの一部については、支払金

利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約毎にデリバティブ取引(金利スワップ取引)を

ヘッジ手段として利用しています。ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップの特例処理の要件を満た

しているため、その判定をもって有効性の評価を省略しています。

デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた管理規定に従い、取締役会の承認を得た市場リス

ク管理施策に基づき、担当部署が決裁担当者の承認を得て行っております。また、デリバティブ取引の利用にあ

たっては、信用リスクを軽減するため、格付の高い金融機関とのみ取引を行っています。

また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されていますが、当社グループでは各社が適時に資金繰計画を作

成・更新するとともに手元流動性の維持などにより流動性リスクを管理しています。

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価額が無い場合には合理的に算出された価額が含まれ

ております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することによ

り、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デリバティブ取引関係」におけるデリバティブ取引に

関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
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２．金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが

極めて困難と認められるものは含まれておりません((注２)参照)。

 

前連結会計年度(平成29年12月31日)

 

 
連結貸借対照表計上額

(千円)
時価
(千円)

差額
(千円)

(1) 現金及び預金 4,671,861 4,671,861 ―

(2) 受取手形及び売掛金 5,478,573   

貸倒引当金(※１) △96,134   

受取手形及び売掛金 5,382,439 5,382,439 ―

資産計 10,054,300 10,054,300 ―

(1) 支払手形及び買掛金 2,099,807 2,099,807 ―

(2) 短期借入金 3,484,500 3,484,500 ―

(3) 長期借入金(※２) 3,461,194 3,443,769 △17,425

負債計 9,045,502 9,028,077 △17,425

デリバティブ取引(※３) 350 350 ―
 

(※１)  受取手形及び売掛金に対して計上している貸倒引当金を控除しています。

(※２) １年以内に期限が到来する長期借入金を含めております。

(※３) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

 

当連結会計年度(平成30年12月31日)

 

 
連結貸借対照表計上額

(千円)
時価
(千円)

差額
(千円)

(1) 現金及び預金 3,599,921 3,599,921 ―

(2) 受取手形及び売掛金 5,951,118   

貸倒引当金(※１) △94,324   

受取手形及び売掛金 5,856,793 5,856,793 ―

資産計 9,456,714 9,456,714 ―

(1) 支払手形及び買掛金 2,219,366 2,219,366 ―

(2) 短期借入金 2,029,970 2,029,970 ―

(3) 長期借入金(※２) 5,970,649 5,978,900 8,251

負債計 10,219,985 10,228,236 8,251

デリバティブ取引(※３) 846 846 ―
 

(※１)  受取手形及び売掛金に対して計上している貸倒引当金を控除しています。

(※２) １年以内に期限が到来する長期借入金を含めております。

(※３) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
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(注１) 金融商品の時価の算定方法並びにデリバティブ取引に関する事項

資産

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

によっております。

負債

(1) 支払手形及び買掛金、(2) 短期借入金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

によっております。

(3) 長期借入金

長期借入金は元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割引いて算出する方

法によっております。変動金利による長期借入金は、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態

は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価

額によっております。金利スワップの特例処理の対象とされた長期借入金は、当該金利スワップと一体と

して処理された元利金の合計額を同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積られる利率で割引い

て算出する方法によっております。

デリバティブ取引

注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。

 

(注２)  時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表価額
  (単位：千円)

区分 平成29年12月31日 平成30年12月31日

非上場関係会社有価証券 1,377 1,377

非上場株式 1,892 1,892
 

上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため「(3) 投資有価証

券」には含めておりません。

 

(注３)  金銭債権の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度(平成29年12月31日)
 

区分
１年以内
(千円)

１年超５年以内
(千円)

現金及び預金 4,671,861 ―

受取手形及び売掛金 5,478,573 ―
 

 

当連結会計年度(平成30年12月31日)
 

区分
１年以内
(千円)

１年超５年以内
(千円)

現金及び預金 3,599,921 ―

受取手形及び売掛金 5,951,118 ―
 

 

(注４) 長期借入金の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度(平成29年12月31日)
 

区分
１年以内
(千円)

１年超
２年以内
(千円)

２年超
３年以内
(千円)

３年超
４年以内
(千円)

４年超
５年以内
(千円)

５年超
(千円)

長期借入金 1,580,385 783,461 283,996 123,352 108,000 582,000
 

 

当連結会計年度(平成30年12月31日)
 

区分
１年以内
(千円)

１年超
２年以内
(千円)

２年超
３年以内
(千円)

３年超
４年以内
(千円)

４年超
５年以内
(千円)

５年超
(千円)

長期借入金 1,583,999 1,208,505 1,629,503 638,020 436,619 474,000
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(有価証券関係)

１  その他有価証券

前連結会計年度(平成29年12月31日)

　非上場株式(連結貸借対照表計上額1,892千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困

難と認められることから、記載しておりません。

 

当連結会計年度(平成30年12月31日)

　非上場株式(連結貸借対照表計上額1,892千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困

難と認められることから、記載しておりません。　

 
(デリバティブ取引関係)

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

該当事項はありません。

 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

　 金利関連

前連結会計年度(平成29年12月31日)

 

ヘッジ会計の方法 取引の種類 主なヘッジ対象
契約額等
(千円)

契約額等のうち
１年超(千円)

時価
(千円)

原則的処理方法
金利スワップ取引
変動受取・固定支払

長期借入金 376,855 147,465 350

金利スワップの
特例処理

金利スワップ取引
変動受取・固定支払

長期借入金 770,000 195,000 (注)２
 

(注) １. 時価の算定方法　取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

２. 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているた

め、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

 

当連結会計年度(平成30年12月31日)

 

ヘッジ会計の方法 取引の種類 主なヘッジ対象
契約額等
(千円)

契約額等のうち
１年超(千円)

時価
(千円)

原則的処理方法
金利スワップ取引
変動受取・固定支払

長期借入金 144,855 － 846

金利スワップの
特例処理

金利スワップ取引
変動受取・固定支払

長期借入金 45,000 － (注)２
 

(注) １. 時価の算定方法　取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

２. 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているた

め、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
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(退職給付関係)

１ 採用している退職給付制度の概要

当社は退職金規程に基づく、退職一時金制度を採用しております。また、一部の海外連結子会社においても退職一

時金制度を採用しております。

２ 確定給付制度

(1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

(千円)

 
前連結会計年度

(自　平成29年１月１日
至　平成29年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成30年１月１日
至　平成30年12月31日)

 退職給付債務の期首残高 679,477 671,443

勤務費用 32,544 36,273

利息費用 2,316 2,516

数理計算上の差異の発生額 △1,229 3

退職給付の支払額 △43,583 △44,159

その他 1,918 △5,238

 退職給付債務の期末残高 671,443 660,839
 

　

(2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

(千円)

 
前連結会計年度

(自　平成29年１月１日
至　平成29年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成30年１月１日
至　平成30年12月31日)

 年金資産の期首残高 14,060 16,061

期待運用収益 127 200

数理計算上の差異の発生額 ― 411

事業主からの拠出額 1,072 1,113

その他 801 △807

 年金資産の期末残高 16,061 16,980
 

　

(3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る

資産の調整表

(千円)

 
前連結会計年度

(平成29年12月31日)
当連結会計年度

(平成30年12月31日)

積立型制度の退職給付債務 19,188 19,330

年金資産 △16,061 △16,980

 3,126 2,350

非積立型制度の退職給付債務 652,254 641,508

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 655,381 643,859

   

退職給付に係る負債 655,381 643,859

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 655,381 643,859
 

　

(4）退職給付費用及びその内訳項目の金額

(千円)

 
前連結会計年度

(自　平成29年１月１日
至　平成29年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成30年１月１日
至　平成30年12月31日)

勤務費用 32,544 36,273

利息費用 2,316 2,516

期待運用収益 △127 △200

数理計算上の差異の費用処理額 4,510 4,771

確定給付制度に係る退職給付費用 39,244 43,361
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(5）退職給付に係る調整額

退職給付に係る調整額に計上した項目の内訳は次のとおりであります。

(千円)

 
前連結会計年度

(自　平成29年１月１日
至　平成29年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成30年１月１日
至　平成30年12月31日)

数理計算上の差異 870 5,185

合計 870 5,185
 

-　

(6）退職給付に係る調整累計額

退職給付に係る調整累計額に計上した項目の内訳は次のとおりであります。

(千円)

 
前連結会計年度

(平成29年12月31日)
当連結会計年度

(平成30年12月31日)

未認識数理計算上の差異 △36,684 △31,498

合計 △36,684 △31,498
 

 
(7）年金資産に関する事項

① 年金資産の主な内訳

 　　　 年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(平成29年12月31日)
当連結会計年度

(平成30年12月31日)

現金及び預金 100％ 100％
 

　

 ② 長期期待運用収益率の設定方法

　　年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する

資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

　

(8）数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

 
前連結会計年度

(自　平成29年１月１日
至　平成29年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成30年１月１日
至　平成30年12月31日)

割引率 0.30％ 0.30％

長期期待運用収益率 0.86％ 1.50％
 

　

3. 確定拠出制度

 連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度70,218千円、当連結会計年度66,201千円であります。
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(ストックオプション等関係)

１．ストックオプションにかかる費用計上額及び科目名

 前連結会計年度 当連結会計年度

販売費及び一般管理費の株式報酬費用 2,219千円 387千円
 

 

２．権利不行使による失効により利益として計上した金額

 前連結会計年度 当連結会計年度

特別利益の株式予約権戻入益 14,143千円 567千円
 

 

３．ストックオプションの内容、規模及びその変動状況

 

(1) ストックオプションの内容

a) 提出会社

 第18回新株予約権

決議年月日
平成20年３月25日第21回定時株主総会
平成21年１月13日取締役会

付与対象者の区分及び数(名)
当社従業員２、グループ会社取締６、
グループ会社従業員17

株式の種類別のストックオプション
の数(株)　(注)２

普通株式 1,470,000

付与日 平成21年１月23日

権利確定条件 (注)11

対象勤務期間 平成21年１月23日～平成23年１月23日

権利行使期間 平成23年１月23日～平成30年３月25日

新株予約権の数(個)　(注)１ ―

新株予約権の目的となる株式の種類
及び数(株)　(注)１

―　(注)３

新株予約権の行使時の払込金額
(円）　(注)１　　　

36　(注)４

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価格及び資本
組入額(円)　(注)１

発行価格　　　36
       資本組入額   18　(注)５

新株予約権の行使の条件　(注)１ (注)６

新株予約権の譲渡に関する事項
(注)１

(注)12

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項　(注)１

(注)13
 

 ・第18回新株予約権は、平成30年３月25日付にて行使期間満了により失効しております。
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 第20回新株予約権 第21回新株予約権

決議年月日
平成21年３月30日第22回定時株主総会
平成22年３月２日取締役会

平成21年３月30日第22回定時株主総会
平成22年３月２日取締役会

付与対象者の区分及び数(名)
当社取締役３、当社従業員６、グルー
プ会社取締役９、グループ会社従業員
143

当社取締役５、当社監査役１、当社従
業員１

株式の種類別のストックオプション
の数(株)　(注)２

普通株式 4,495,000 普通株式 3,505,000

付与日 平成22年３月11日 平成22年３月11日

権利確定条件 (注)11

対象勤務期間 平成22年３月11日～平成24年３月11日 平成22年３月11日～平成23年３月11日

権利行使期間 平成24年３月11日～平成31年３月30日 平成23年３月11日～平成31年３月30日

新株予約権の数(個)　(注)１
9,200
[9,010]

32,300

新株予約権の目的となる株式の種類
及び数(株)　(注)１

普通株式　920,000
　　　　       ［901,000］(注)３

普通株式　3,230,000　(注)３

新株予約権の行使時の払込金額
(円）　(注)１　　　

81　(注)４ 81　(注)４

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価格及び資本
組入額(円)　(注)１

発行価格　　　81
       資本組入額   41　(注)５

発行価格　　　81
       資本組入額　　41　(注)５

新株予約権の行使の条件　(注)１ (注)７ (注)８

新株予約権の譲渡に関する事項
(注)１

(注)12

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項　(注)１

(注)13
 

　

 第23回新株予約権 第24回新株予約権

決議年月日
平成23年３月29日第24回定時株主総会
平成24年３月14日取締役会

平成24年３月27日第25回定時株主総会
平成25年３月14日取締役会

付与対象者の区分及び数(名)
当社取締役８、当社監査役３、当社従
業員５、グループ会社取締役２、グ
ループ会社従業員47

当社取締役８、当社監査役３、当社従
業員15、グループ会社取締役２、グ
ループ会社従業員144

株式の種類別のストックオプション
の数(株)　(注)２

普通株式 4,676,000 普通株式 4,903,500

付与日 平成24年３月23日 平成25年３月22日

権利確定条件 (注)11

対象勤務期間 平成24年３月23日～平成25年３月23日 平成25年３月22日～平成27年３月23日

権利行使期間 平成25年３月23日～平成33年３月28日 平成27年３月23日～平成34年３月26日

新株予約権の数(個)　(注)１ 25,730 34,235

新株予約権の目的となる株式の種類
及び数(株)　(注)１

普通株式　2,573,000　(注)３ 普通株式　3,423,500　(注)３

新株予約権の行使時の払込金額
(円）　(注)１　　　

138　(注)４ 255　(注)４

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価格及び資本
組入額(円)　(注)１

発行価格    138
       資本組入額   69　(注)５

発行価格　　　255
       資本組入額   128　(注)５

新株予約権の行使の条件　(注)１ (注)９ (注)10

新株予約権の譲渡に関する事項
(注)１

(注)12

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項　(注)１

(注)13
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(注)１　当連結会計年度の末日（平成30年12月31日）における内容を記載しております。当連結会計年度の末日から提
出日の前月末現在（平成31年２月28日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内
容を［　］内に記載しており、その他の事項については当連結会計年度の末日における内容から変更はありま
せん。

　　２ 株式数に換算して記載しております。

３ 新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下「付与株式数」という。）は当社普通株式100株とする。

なお、新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。）後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償
割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち当該時点
で権利行使されていないものについて、次の算式により付与株式数を調整する。ただし、調整の結果生じる１
株未満の端数は、これを切り捨てる。

　
　　　　　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割又は併合の比率
　

上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は合理的な範囲で付与株式数を調
整することができるものとする。

 
４　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることがで

きる株式１株当たりの金銭の額（以下「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。

　行使価額は、新株予約権の発行を決議した日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値（終値
がない場合は、それに先立つ直近の終値）とする。

　なお、行使価額の調整は以下のとおりとする。
　（ア）新株予約権割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整

の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。
上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は合理的な範囲で付与株式数を
調整することができる。なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。
　

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割又は併合の比率
 

　
　（イ）新株予約権割当日後、当社が当社普通株式の時価を下回る価額で新株式の発行又は新株予約権自己株式の処

分を行う場合（会社法第194条の規定（単元未満株主による単元未満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡
し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる
新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の行使による場合を除く。）は、次の算式により
行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。
　

    
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行株式数
 

　
なお、上記の算式において「既発行株式数」は、当社の発行済普通株式総数から当社の保有する普通株式に
かかる自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己
株式数」に読み替える。

　（ウ）上記のほか、新株予約権割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主
への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件等を勘
案の上、当社は合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。

　５　新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資
本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。

６　(１)新株予約権者が当社又は関係会社を退職し、当社又は関係会社の従業員、取締役及び監査役並びに社外協
力者の地位でなくなった場合、新株予約権を行使することができない。ただし、従業員が会社都合により
退職した場合もしくは定年により退職した場合、取締役及び監査役が任期満了により退任した場合等、取
締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。

     　(２)新株予約権の最低単位は１個とし、分割行使はできない。

    　 (３)新株予約権者は、以下の期間ごとに、以下に掲げる割合を上限として権利を行使することができる。

　　　　　　①平成23年１月23日から平成24年１月22日までは、割当個数の４分の１について行使することができる。
　       　②平成24年１月23日から平成25年１月22日までは、割当個数の４分の２について行使することができる。

         　③平成25年１月23日から平成26年１月22日までは、割当個数の４分の３について行使することができる。

        　 ④平成26年１月23日から平成30年３月25日までは、割当個数の全部について行使することができる。

　　(４)新株予約権の行使に関するその他の条件等は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約
に定めるところによる。 

７　(１)新株予約権者が当社又は関係会社を退職し、当社又は関係会社の従業員、取締役及び監査役並びに社外協
力者の地位でなくなった場合、新株予約権を行使することができない。ただし、従業員が会社都合により
退職した場合もしくは定年により退職した場合、取締役及び監査役が任期満了により退任した場合等、取
締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。

     　(２)新株予約権の最低単位は１個とし、分割行使はできない。

    　 (３)新株予約権者は、以下の期間ごとに、以下に掲げる割合を上限として権利を行使することができる。

　　　　　　①平成24年３月11日から平成25年３月10日までは、割当個数の４分の１について行使することができる。
　       　②平成25年３月11日から平成26年３月10日までは、割当個数の４分の２について行使することができる。

         　③平成26年３月11日から平成27年３月10日までは、割当個数の４分の３について行使することができる。

        　 ④平成27年３月11日から平成31年３月30日までは、割当個数の全部について行使することができる。

EDINET提出書類

アライドテレシスホールディングス株式会社(E01867)

有価証券報告書

55/82



　　(４)新株予約権の行使に関するその他の条件等は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約
に定めるところによる。 

８　(１)新株予約権者が当社又は関係会社を退職し、当社又は関係会社の従業員、取締役及び監査役並びに社外協
力者の地位でなくなった場合、新株予約権を行使することができない。ただし、従業員が会社都合により
退職した場合もしくは定年により退職した場合、取締役及び監査役が任期満了により退任した場合等、取
締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。

　　　　(２)新株予約権の最低単位は１個とし、分割行使はできない。
　　　　(３)新株予約権者は、以下の期間ごとに、以下に掲げる割合を上限として権利を行使することができる。
　　　　　平成23年３月11日から平成31年３月30日まで、割当個数の全部について行使することができる。
　　(４)新株予約権の行使に関するその他の条件等は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約

に定めるところによる。
９　(１)新株予約権者が当社又は関係会社を退職し、当社又は関係会社の従業員、取締役及び監査役並びに社外協

力者の地位でなくなった場合、新株予約権を行使することができない。ただし、従業員が会社都合により
退職した場合もしくは定年により退職した場合、取締役及び監査役が任期満了により退任した場合等、取
締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。

　　(２)新株予約権の最低単位は１個とし、分割行使はできない。
　 (３)新株予約権者は、以下の期間ごとに、以下に掲げる割合を上限として権利を行使することができる。

　         ①平成25年３月23日から平成26年３月22日までは、割当個数の５分の２について行使することができる。

　         ②平成26年３月23日から平成27年３月22日までは、割当個数の５分の３について行使することができる。

           ③平成27年３月23日から平成28年３月22日までは、割当個数の５分の４について行使することができる。

　         ④平成28年３月23日から平成33年３月28日までは、割当個数の全部について行使することができる。

　　(４)新株予約権の行使に関するその他の条件等は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約
に定めるところによる。

10　(１)新株予約権者が当社又は関係会社を退職し、当社又は関係会社の従業員、取締役及び監査役並びに社外協
力者の地位でなくなった場合、新株予約権を行使することができない。ただし、従業員が会社都合により
退職した場合もしくは定年により退職した場合、取締役及び監査役が任期満了により退任した場合等、取
締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。

　　　　(２)新株予約権の最低単位は１個とし、分割行使はできない。
　　　　(３)新株予約権者は、以下の期間ごとに、以下に掲げる割合を上限として権利を行使することができる。
　　　　　 ①平成27年３月23日から平成28年３月22日までは、割当個数の５分の２について行使することができる。

　　　　　 ②平成28年３月23日から平成29年３月22日までは、割当個数の５分の３について行使することができる。

　　　　　 ③平成29年３月23日から平成30年３月22日までは、割当個数の５分の４について行使することができる。

　　　　　 ④平成30年３月23日から平成34年３月26日までは、割当個数の全部について行使することができる

　　(４)新株予約権の行使に関するその他の条件等は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約
に定めるところによる。

　　11　権利行使日において当社又はグループ会社の取締役、監査役、従業員及び社外協力者の地位にあることを要す
る。

12　新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。
　　13　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以

上を総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において
残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会
社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を
以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとす
る。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸
収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

　
（追加情報）
　　「第４　提出会社の状況　１　株式等の状況　(2)新株予約権の状況　①ストックオプション制度の内容　（a) 平

成31年３月27日以前に株主総会及び取締役会決議により発行されたストックオプションの内容」に記載すべき事項を
ストックオプション等関係注記に集約して記載しております。
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(2) ストックオプションの規模及びその変動状況

　　　　当連結会計年度（平成30年12月期）において存在したストックオプションを対象とし、ストックオプションの

数については株式数に換算して記載しております。

①  ストックオプションの数

a) 提出会社

 第18回新株予約権 第20回新株予約権 第21回新株予約権

権利確定前 (株)    
前連結会計年度末  ― ― ―

付与  ― ― ―

失効  ― ― ―

権利確定  ― ― ―
未確定残  ― ― ―

権利確定後 (株)    
前連結会計年度末  340,000 1,103,000 3,230,000

権利確定  ― ― ―

権利行使  320,000 183,000 ―

失効  20,000 ― ―
未行使残  ― 920,000 3,230,000

 

 

 第23回新株予約権 第24回新株予約権

権利確定前 (株)   
前連結会計年度末  ― ―

付与  ― ―

失効  ― ―

権利確定  ― ―
未確定残  ― ―

権利確定後 (株)   
前連結会計年度末  2,623,000 3,423,500

権利確定  ― ―

権利行使  50,000 ―

失効  ― ―
未行使残  2,573,000 3,423,500

 

　

②  単価情報

a) 提出会社

 第18回新株予約権 第20回新株予約権 第21回新株予約権

権利行使価格 (円) 36 81 81

行使時平均株価 (円) 158 160 ―

公正な評価単価
(付与日)

(円) 24.41－25.64 24.32－28.55 23.34
 

　

 第23回新株予約権 第24回新株予約権

権利行使価格 (円) 138 255

行使時平均株価 (円) 176 ―

公正な評価単価
(付与日)

(円)  28.00－33.00   11.00－17.00
 

(注) 行使時平均株価は、行使日を含む月の東京証券取引所における当社株式の日々の終値の平均（円未満は四捨五
入）であり、行使月が複数の場合は、それぞれの月の東京証券取引所における当社株式の日々の終値の平均の
合計の平均値（円未満は四捨五入）であります。

　

４．ストックオプションの公正な評価単価の見積方法

　当連結会計年度に付与したストックオプションはありません。

　

５．ストックオプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しており

ます。
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(税効果会計関係)

１  繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

 

 
前連結会計年度

(平成29年12月31日)
当連結会計年度

(平成30年12月31日)

繰延税金資産   
たな卸資産評価損 128,668千円 140,581千円

減価償却費 99,372千円 246,104千円

繰越欠損金 2,619,554千円 2,459,798千円

試験研究費 1,370,218千円 1,569,253千円

退職給付に係る負債 192,017千円 187,235千円

投資有価証券評価損 21,924千円 22,781千円

減損損失 417,194千円 314,924千円

賞与引当金 64,921千円 94,204千円

株式報酬費用 58,934千円 53,959千円

その他 892,838千円 926,364千円

評価性引当額 △4,422,852千円 △4,216,902千円

繰延税金資産合計 1,442,792千円 1,798,307千円

繰延税金負債   
連結子会社留保利益に係る税効果 12,336千円 10,742千円

海外子会社の税制変更に係る税効果 30,954千円 24,738千円

その他 25,049千円 8,951千円

繰延税金負債合計 68,340千円 44,432千円

繰延税金資産の純額 1,374,451千円 1,753,875千円
 

　

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目が含まれております。

 

 
前連結会計年度

(平成29年12月31日)
当連結会計年度

(平成30年12月31日)

流動資産－繰延税金資産 166,199千円 408,101千円

固定資産－繰延税金資産 1,276,592千円 1,390,205千円

固定負債－繰延税金負債 68,340千円 44,432千円
 

　

２  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳

 

 
前連結会計年度

(平成29年12月31日)
当連結会計年度

(平成30年12月31日)

法定実効税率 30.9％ 30.6％

(調整)   

海外子会社の税率差異 △8.2％ △50.1％

永久差異 28.4％ 30.5％

住民税均等割等 4.4％ 38.3％

繰越欠損金の減少 18.5％ 27.8％

国外源泉税額 4.8％ 19.0％

試験研究費税額控除 △0.8％ ―％

税率変更による期末繰延税金資産の減額
修正

6.7％ ―％

評価性引当の増減 △81.5％ △150.0％

その他 △3.5％ △0.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △0.3％ △54.0％
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、最高経

営意思決定機関である取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象と

なっているものであります。

 当社グループは、情報通信・ネットワーク事業における製品を生産・販売しており、各地域において包括的な戦略

を立案し、事業活動を展開しております。 

 したがって、当社グループは、生産・販売体制を基礎とした所在地域別のセグメントから構成されており、「日

本」、「米州」、「EMEA(ヨーロッパ、中東及びアフリカ)」及び「アジア・オセアニア」の４つの所在地域を報告セ

グメントとしております。

　

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」におけ

る記載と概ね同一であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。

 

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

 
前連結会計年度(自 平成29年１月１日 至 平成29年12月31日)

      (単位：千円)

 
報告セグメント

調整額
(注)２

連結財務
諸表計上額
(注)３日本 米州 EMEA(注)１

アジア・
オセアニア

計

売上高        

(1) 外部顧客への売上高 15,793,763 6,392,555 4,436,603 2,583,378 29,206,302 ― 29,206,302

(2) セグメント間の内部
    売上高又は振替高

843,535 65,527 80,331 8,225,942 9,215,336 △9,215,336 ―

計 16,637,298 6,458,083 4,516,935 10,809,320 38,421,638 △9,215,336 29,206,302

セグメント利益又は損失(△) △45,348 768,325 △552,161 704,307 875,123 265,429 1,140,553

セグメント資産 17,395,123 6,175,278 2,518,972 5,109,895 31,199,269 △10,206,666 20,992,603

セグメント負債 14,193,555 6,719,009 2,206,794 3,639,644 26,759,005 △10,242,503 16,516,501

その他の項目        

  減価償却費 92,188 229,750 2,391 45,255 369,586 ― 369,586

  有形固定資産及び
  無形固定資産の増加額

88,093 210,454 2,564 103,728 404,839 ― 404,839
 

(注) １  ヨーロッパ、中東及びアフリカ。
２  調整額は以下のとおりであります。
(1) セグメント利益又は損失の調整額265,429千円には、セグメント間取引消去245,225千円及びセグメント間

取引に係るたな卸資産の調整額等20,204千円が含まれております。
(2) セグメント資産の調整額△10,206,666千円には、セグメント間取引消去△10,116,908千円及びたな卸資産

の調整額△89,757千円が含まれております。
(3) セグメント負債の調整額△10,242,503千円は、セグメント間取引消去によるものであります。

３ セグメント利益又は損失の合計額は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。
　

EDINET提出書類

アライドテレシスホールディングス株式会社(E01867)

有価証券報告書

59/82



 

当連結会計年度(自 平成30年１月１日 至 平成30年12月31日)

      (単位：千円)

 
報告セグメント

調整額
(注)２

連結財務
諸表計上額
(注)３日本 米州 EMEA(注)１

アジア・
オセアニア

計

売上高        

(1) 外部顧客への売上高 16,160,682 5,403,155 4,718,577 2,356,113 28,638,528 ― 28,638,528

(2) セグメント間の内部
    売上高又は振替高

788,909 32,924 31,897 8,223,057 9,076,788 △9,076,788 ―

計 16,949,591 5,436,080 4,750,475 10,579,170 37,715,317 △9,076,788 28,638,528

セグメント利益又は損失(△) △774,034 629,613 △239,745 698,586 314,419 235,722 550,141

セグメント資産 17,441,896 7,218,452 2,129,549 5,618,423 32,408,323 △9,732,891 22,675,431

セグメント負債 15,131,402 6,919,114 2,435,239 3,560,938 28,046,694 △10,028,354 18,018,339

その他の項目        

  減価償却費 76,001 191,337 1,762 24,959 294,061 ― 294,061

  有形固定資産及び
  無形固定資産の増加額

82,825 925,820 11,091 118,248 1,137,985 ― 1,137,985
 

(注) １  ヨーロッパ、中東及びアフリカ。
２  調整額は以下のとおりであります。
(1) セグメント利益又は損失の調整額235,722千円には、セグメント間取引消去250,993千円及びセグメント間

取引に係るたな卸資産の調整額等△15,271千円が含まれております。
(2) セグメント資産の調整額△9,732,891千円には、セグメント間取引消去△9,627,862千円及びたな卸資産の

調整額△105,029千円が含まれております。
(3) セグメント負債の調整額△10,028,354千円は、セグメント間取引消去によるものであります。

３ セグメント利益又は損失の合計額は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。
　

【関連情報】

前連結会計年度(自 平成29年１月１日 至 平成29年12月31日)

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービス区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％超であるため、記載を省略して

おります。

　

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

     (単位：千円)

日本 アメリカ その他米州 EMEA(注)１
アジア・
オセアニア

合計

16,930,971 4,552,245 667,221 4,438,613 2,617,249 29,206,302
 

(注) １  ヨーロッパ、中東及びアフリカ。

２  売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

 

(2) 有形固定資産

     (単位：千円)

日本 アメリカ その他米州 EMEA(注)
アジア・
オセアニア

合計

2,586,506 1,155,850 ― 7,582 339,404 4,089,344
 

(注)  ヨーロッパ、中東及びアフリカ。

 

３．主要な顧客ごとの情報

  (単位：千円)

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

ダイワボウ情報システム株式会社 5,648,290 日本
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当連結会計年度(自 平成30年１月１日 至 平成30年12月31日)

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービス区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％超であるため、記載を省略して

おります。

 

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

     (単位：千円)

日本 アメリカ その他米州 EMEA(注)１
アジア・
オセアニア

合計

17,320,963 3,773,024 435,970 4,534,778 2,573,791 28,638,528
 

(注) １  ヨーロッパ、中東及びアフリカ。

２  売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

 

(2) 有形固定資産

     (単位：千円)

日本 アメリカ その他米州 EMEA(注)
アジア・
オセアニア

合計

2,563,684 1,870,555 ― 7,568 395,321 4,837,129
 

(注)  ヨーロッパ、中東及びアフリカ。

 

３．主要な顧客ごとの情報

  (単位：千円)

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

ダイワボウ情報システム株式会社 5,288,513 日本
 

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度(自　平成29年１月１日　至　平成29年12月31日)

     (単位：千円)

 日本 米州 EMEA(注)
アジア・
オセアニア

合計

減損損失 ― ― 8,676 ― 8,676
 

　(注) ヨーロッパ、中東及びアフリカ。

 
当連結会計年度(自　平成30年１月１日　至　平成30年12月31日)

     (単位：千円)

 日本 米州 EMEA(注)
アジア・
オセアニア

合計

減損損失 ― ― 8,224 ― 8,224
 

　(注) ヨーロッパ、中東及びアフリカ。

 
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

　該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

　該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社の役員及び個人主要株主(個人の場合に限る。)等

 

前連結会計年度(自 平成29年１月１日 至 平成29年12月31日)

 

種類
会社等の
名称又は
氏名

所在地
資本金又は
出資金

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

役員の近親
者が議決権
の過半数を
所有してい
る会社

㈱ ス タ ン
フォード

京都市
右京区

10,000千円 不動産業 ―

不動産の
賃借

賃借料の支払 75,600
投資その他の
資産(その他)

189,000

子会社役員
の兼任

管理費 26,400   
 

(注)　　 取引条件及び取引条件の決定方針等

１　建物等の賃借については、近隣の取引実勢に基づいて、交渉の上、賃借料金額を決定しております。

２　取引金額には消費税等は含まれておりません。

 

当連結会計年度(自 平成30年１月１日 至 平成30年12月31日)

 

種類
会社等の
名称又は
氏名

所在地
資本金又は
出資金

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

役員の近親
者が議決権
の過半数を
所有してい
る会社

㈱ ス タ ン
フォード

京都市
右京区

10,000千円 不動産業 ―

不動産の
賃借

賃借料の支払 75,600
投資その他の
資産(その他)

189,000

子会社役員
の兼任

管理費 26,400   
 

(注)　　 取引条件及び取引条件の決定方針等

１　建物等の賃借については、近隣の取引実勢に基づいて、交渉の上、賃借料金額を決定しております。

２　取引金額には消費税等は含まれておりません。
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(１株当たり情報)

 

 
前連結会計年度

(自 平成29年１月１日
至 平成29年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成30年１月１日
至 平成30年12月31日)

１株当たり純資産額 38円50銭 40円09銭

１株当たり当期純利益金額 10円38銭 １円93銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益
金額

10円36銭 １円90銭
 

（注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。
 

項目
前連結会計年度

(自 平成29年１月１日
至 平成29年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成30年１月１日
至 平成30年12月31日)

連結損益計算書上の
親会社株主に帰属する当期純利益

1,131,679千円 211,484千円

普通株主に帰属しない金額 ―　千円 　―　千円

普通株式に係る
親会社株主に帰属する当期純利益

1,131,679千円 211,484千円

普通株式の期中平均株式数 109,061,071株 109,528,120株

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

　親会社株主に帰属する当期純利益調整額 ―　千円 ―　千円

　普通株式増加数 145,130株　 1,784,495株　

　(うち新株予約権) (145,130株) (1,784,495株)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当
たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式
の概要

新株予約権 ４種類

10,379,500株

 

 
 

新株予約権 １種類

3,423,500株

 

 
 

 

 

 
(重要な後発事象)

　該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

アライドテレシスホールディングス株式会社(E01867)

有価証券報告書

63/82



⑤ 【連結附属明細表】

【借入金等明細表】
　

区分
当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率(％)
(注)１

返済期限

短期借入金 3,484,500 2,029,970 1.18 ―

１年以内に返済予定の長期借入金 1,580,385 1,583,999 1.62 ―

１年以内に返済予定のリース債務 19,702 16,558 2.66 ―

長期借入金(１年以内に返済予定の
ものを除く。)(注)２

1,880,809 4,386,649 1.63 平成32年～40年

リース債務(１年以内に返済予定の
ものを除く。)(注)２

36,695 20,136 2.91 平成32年～34年

その他有利子負債 ― ― ― ―

合計 7,002,092 8,037,314 ― ―
 

(注) １.　「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２.　長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年以内における返済予

定額は以下のとおりであります。
 

 
１年超２年以内

(千円)
２年超３年以内

(千円)
３年超４年以内

(千円)
４年超５年以内

(千円)

長期借入金 1,208,505 1,629,503 638,020 436,619

リース債務 10,337 7,784 2,013 ―
 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会

計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等
　

(累計期間) 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当連結会計年度

売上高(千円) 6,693,291 13,142,936 20,299,648 28,638,528

税金等調整前当期純利益金
額又は四半期純損失金額
(△)(千円)

△323,249 △752,291 △195,403 137,298

親会社株主に帰属する当期
純利益金額又は親会社株主
に帰属する四半期純損失金
額(△)(千円)

△386,031 △892,311 △407,763 211,484

１株当たり当期純利益金額
又は１株当たり四半期純損
失金額(△)(円)

△3.53 △8.15 △3.72 1.93

 

 

(会計期間) 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純利益金
額又は１株当たり四半期純
損失金額(△)(円)

△3.53 △4.62 4.42 5.65
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２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成29年12月31日)
当事業年度

(平成30年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,767,657 1,646,633

  受取手形 960 2,516

  売掛金 ※2  159,900 ※2  762,331

  前払費用 70,452 75,338

  繰延税金資産 4,946 206,897

  未収入金 ※2  6,416 ※2  145,258

  関係会社立替債権 382,841 120,373

  未収配当金 481,200 ‐

  未収法人税等 ‐ 15,760

  その他 104 200

  貸倒引当金 △214 △214

  流動資産合計 2,874,266 2,975,095

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物 30,313 19,743

   構築物 ※1  1,767 ※1  1,413

   車両運搬具 - 888

   工具、器具及び備品 915 1,941

   土地 ※1  1,834,758 ※1  1,834,758

   建設仮勘定 - 3,566

   有形固定資産合計 1,867,754 1,862,311

  無形固定資産   

   ソフトウエア 19,735 15,270

   その他 699 647

   無形固定資産合計 20,434 15,918

  投資その他の資産   

   投資有価証券 1,892 1,892

   関係会社株式 4,072,978 4,072,978

   関係会社長期貸付金 5,963,300 5,972,121

   差入保証金 339,044 339,044

   繰延税金資産 24,604 9,883

   関係会社長期未収入金 791,984 760,540

   その他 29,500 25,899

   貸倒引当金 △1,946,435 △2,227,210

   投資その他の資産合計 9,276,868 8,955,150

  固定資産合計 11,165,058 10,833,380

 資産合計 14,039,324 13,808,475
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成29年12月31日)
当事業年度

(平成30年12月31日)

負債の部   

 流動負債   

  短期借入金 ※1,※3  3,315,000 ※1,※3  2,000,000

  1年内返済予定の長期借入金 ※1  1,145,000 ※1,※3  1,166,400

  未払金 ※2  1,652,699 ※2  1,023,346

  未払費用 7,976 9,611

  未払法人税等 30,930 4,095

  預り金 1,554 2,000

  賞与引当金 1,400 2,203

  関係会社立替債務 2,662,403 2,753,119

  その他 23,428 79,363

  流動負債合計 8,840,393 7,040,141

 固定負債   

  長期借入金 ※1  1,536,000 ※1,※3  3,703,200

  退職給付引当金 46,706 46,764

  資産除去債務 67,286 67,286

  長期未払金 21,200 21,200

  固定負債合計 1,671,193 3,838,452

 負債合計 10,511,587 10,878,593

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 9,988,297 10,012,040

  資本剰余金   

   資本準備金 180,622 204,365

   資本剰余金合計 180,622 204,365

  利益剰余金   

   利益準備金 156,390 156,390

   その他利益剰余金   

    繰越利益剰余金 △7,032,717 △7,663,629

   利益剰余金合計 △6,876,326 △7,507,238

  自己株式 △8 △15

  株主資本合計 3,292,584 2,709,152

 新株予約権 235,152 220,730

 純資産合計 3,527,736 2,929,882

負債純資産合計 14,039,324 13,808,475
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② 【損益計算書】

           (単位：千円)

          前事業年度
(自 平成29年１月１日
　至 平成29年12月31日)

当事業年度
(自 平成30年１月１日
　至 平成30年12月31日)

営業収益   

 ロイヤリティー収入 ※1  4,056,793 ※1  4,052,314

 不動産賃貸収入 ※1  353,463 ※1  316,559

 営業収益合計 4,410,257 4,368,873

営業費用   

 研究開発費 ※1  4,109,942 ※1  4,011,458

 不動産賃貸原価 300,387 263,774

 その他 ※1,※2  740,792 ※1,※2  640,251

 営業費用合計 5,151,122 4,915,484

営業損失（△） △740,865 △546,610

営業外収益   

 受取利息 ※1  114,014 ※1  98,301

 受取配当金 1,190,744 ※1  27,052

 システム利用料 ※1  177,452 ※1  178,408

 その他 ※1  31,145 ※1  32,201

 営業外収益合計 1,513,356 335,964

営業外費用   

 支払利息 91,108 92,000

 貸倒引当金繰入額 225,584 280,775

 為替差損 196,949 85,331

 支払手数料 85,009 135,000

 その他 1,850 1,256

 営業外費用合計 600,503 594,363

経常利益又は経常損失（△） 171,987 △805,009

特別利益   

 新株予約権戻入益 14,143 567

 特別利益合計 14,143 567

特別損失   

 事業再編損 23,078 ‐

 特別損失合計 23,078 ‐

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 163,052 △804,442

法人税、住民税及び事業税 △51,768 13,700

法人税等調整額 △29,550 △187,230

法人税等合計 △81,319 △173,530

当期純利益又は当期純損失（△） 244,371 △630,911
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③ 【株主資本等変動計算書】

　前事業年度(自 平成29年１月１日　至 平成29年12月31日)

 

 (単位：千円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金合計 利益準備金

その他利益

剰余金 利益剰余金合計

繰越利益剰余金

当期首残高 9,987,687 180,011 180,011 156,390 △7,277,089 △7,120,698

当期変動額       

新株の発行（新株予

約権の行使）
610 610 610    

当期純利益     244,371 244,371

自己株式の取得       

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

      

当期変動額合計 610 610 610 - 244,371 244,371

当期末残高 9,988,297 180,622 180,622 156,390 △7,032,717 △6,876,326
 

 

 
株主資本

新株予約権 純資産合計
自己株式 株主資本合計

当期首残高 △7 3,046,993 247,577 3,294,570

当期変動額     

新株の発行（新株予

約権の行使）
 1,220  1,220

当期純利益  244,371  244,371

自己株式の取得 △1 △1  △1

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

  △12,424 △12,424

当期変動額合計 △1 245,590 △12,424 233,166

当期末残高 △8 3,292,584 235,152 3,527,736
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　当事業年度(自 平成30年１月１日　至 平成30年12月31日)

 

 (単位：千円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金合計 利益準備金

その他利益

剰余金 利益剰余金合計

繰越利益剰余金

当期首残高 9,988,297 180,622 180,622 156,390 △7,032,717 △6,876,326

当期変動額       

新株の発行（新株予

約権の行使）
23,743 23,743 23,743    

当期純損失（△）     △630,911 △630,911

自己株式の取得       

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

      

当期変動額合計 23,743 23,743 23,743 - △630,911 △630,911

当期末残高 10,012,040 204,365 204,365 156,390 △7,663,629 △7,507,238
 

 

 
株主資本

新株予約権 純資産合計
自己株式 株主資本合計

当期首残高 △8 3,292,584 235,152 3,527,736

当期変動額     

新株の発行（新株予

約権の行使）
 47,486  47,486

当期純損失（△）  △630,911  △630,911

自己株式の取得 △6 △6  △6

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

  △14,422 △14,422

当期変動額合計 △6 △583,431 △14,422 △597,854

当期末残高 △15 2,709,152 220,730 2,929,882
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【注記事項】

(重要な会計方針)

１ 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) その他有価証券

時価のないもの

移動平均法による原価法 

(2) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

 

２ 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法

ただし、平成10年４月１日以降取得した建物（建物附属設備は除く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建

物附属設備及び構築物については定額法

主な耐用年数

建物(３年～38年)

構築物(10年～20年)

工具、器具及び備品(３年～20年)

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

自社利用のソフトウェア

社内における利用可能期間(３年又は５年)に基づく定額法

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

 

３ 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

 

４ 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

①　退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間

定額基準によっております。

②　数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（８年）によ

る定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
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５ ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、金利スワップについては特例処理の要件を満たしている場合は、特

例処理を採用しております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段  金利スワップ

為替予約取引

ヘッジ対象  借入金の利息

外貨建金銭債務

(3) ヘッジ方針

当社の市場リスク管理要領に基づき、外貨建取引の為替変動リスクを回避する目的で必要な範囲内で為替予約取

引を行っております。また、借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対

象の識別は個別契約毎に行っております。

(4) ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ有効性の評価は、原則としてヘッジ取引開始時点から有効性評価時点までの期間において、ヘッジ対象及

びヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しており

ます。

また、リスク管理方針に従って、以下の条件を満たす金利スワップを締結しております。

Ⅰ．金利スワップの想定元本と長期借入金の元本金額が一致している。

Ⅱ．金利スワップと長期借入金の契約期間及び満期が一致している。

Ⅲ．長期借入金の変動金利のインデックスと金利スワップで受払いされる変動金利のインデックスが一致してい

る。

Ⅳ．長期借入金と金利スワップの金利改定条件が一致している。

Ⅴ．金利スワップの受払い条件がスワップ期間を通して一定である。

従って、特例処理の要件を満たす金利スワップについては決算日における有効性の評価を省略しております。

 

６ その他財務諸表作成のための重要な事項

(1) 退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と

異なっております。

(2) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

(3) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。
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(貸借対照表関係)

※１ 担保資産及び担保付債務

　　　担保に供している資産は次のとおりであります。

 

 
前事業年度

(平成29年12月31日)
当事業年度

(平成30年12月31日)

構築物 1,767千円 1,413千円

土地 1,834,758千円 1,834,758千円

計 1,836,525千円 1,836,171千円
 

　

　　上記の資産は、当社の短期借入金1,600,000千円(前事業年度1,600,000千円)、１年内返済予定の長期借入金

108,000千円(前事業年度108,000千円)及び長期借入金906,000千円(前事業年度1,014,000千円)の担保に供してお

ります。

　

※２ 関係会社に対する資産及び負債

区分掲記されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。

 

 
前事業年度

(平成29年12月31日)
当事業年度

(平成30年12月31日)

短期金銭債権 166,103千円 907,376千円

短期金銭債務 1,413,343千円 956,151千円
 

　

保証債務

 
前事業年度

(平成29年12月31日)
 

当事業年度
(平成30年12月31日)

Allied Telesis,Inc.
借入金に対する債務保証

376,855千円
(3,335千USD)

 
Allied Telesis,Inc.

借入金に対する債務保証
144,855千円
(1,305千USD)

Allied Telesis International 
(Asia)Pte.Ltd.

リース契約に対する債務保証

92,453千円
(1,094千SGD)

 
Allied Telesis International 
(Asia)Pte.Ltd.

リース契約に対する債務保証

88,634千円
(1,094千SGD)

Allied Telesis International
(Asia)Pte.Ltd.
　売買契約に関する債務保証

162,864千円
（1,441千USD)

 
Allied Telesis International
(Asia)Pte.Ltd.
　売買契約に関する債務保証

129,943千円
（1,170千USD)

― ―  
Allied Telesis International
(Asia)Pte.Ltd.
　借入金に関する債務保証

275,970千円
（1,270千USD)
（135,000千円)

― ―  
Allied Telesis (Hong Kong)
Ltd.
　借入金に関する債務保証

179,850千円
（1,350千USD)
（30,000千円)

Allied Telesis Asia Pacific
Pte.Ltd.
　借入金に対する保証債務

169,500千円
（1,500千USD)

 
Allied Telesis Asia Pacific
Pte.Ltd.
　借入金に対する保証債務

333,000千円
（3,000千USD)

アライドテレシスキャピタル
ジャパン株式会社

リース契約に関する債務保証
97,943千円  

アライドテレシスキャピタル
ジャパン株式会社

リース契約に関する債務保証
51,925千円

アライドテレシスキャピタル
ジャパン株式会社

借入金に対する債務保証
153,340千円  

アライドテレシスキャピタル
ジャパン株式会社

借入金に対する債務保証
107,344千円

アライドテレシス株式会社
　借入金に対する債務保証

250,000千円  
アライドテレシス株式会社
　借入金に対する債務保証

90,000千円

アライドテレシス株式会社
　輸入取引に関する債務保証

166,311千円  
アライドテレシス株式会社
　輸入取引に関する債務保証

167,236千円

計 1,469,267千円  計 1,568,759千円
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※３ 財務制限条項

前事業年度(平成29年12月31日)

平成29年３月30日付シンジケートローン契約

（組成総額　3,100,000千円　うち、タームローン契約　1,500,000千円、コミットメントライン契約　1,600,000

千円）

・平成29年12月期決算（当該期を含む。）以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産

の部の金額を2,000,000千円以上に維持すること。

抵触した場合、当社は借入先からの通知により、期限の利益を喪失する可能性があります。

 
当事業年度(平成30年12月31日)

平成30年６月27日付シンジケートローン契約

（組成総額　4,330,000千円　うち、タームローン契約　1,600,000千円、コミットメントライン契約　2,730,000

千円）

・平成30年12月期決算（当該期を含む。）以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の部の純

資産の部の金額を2,000,000千円以上に維持すること。

・平成30年12月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する２期について、各年度の決算期における連

結の損益計算書に示される営業損益と連結のキャッシュ・フロー計算書上の減価償却費の合計が２期連続し

て損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、平成31年12月決算期及びその

直前の期の決算を対象として行われる。

抵触した場合、当社は借入先からの通知により、期限の利益を喪失する可能性があります。

　　

(損益計算書関係)

※１ 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引残高の総額

 

 
前事業年度

(自 平成29年１月１日
至 平成29年12月31日)

当事業年度
(自 平成30年１月１日
至 平成30年12月31日)

ロイヤリティ収入 4,056,793千円 4,052,314千円

不動産賃貸収入 353,463千円 316,559千円

研究開発費 4,108,090千円 4,008,680千円

その他営業費用 56,595千円 15,086千円

営業取引以外の収益 135,252千円 328,611千円

   
 

 

※２ その他の営業費用（一般管理費）の主な費目及び金額は次のとおりであります。

 

 
前事業年度

(自 平成29年１月１日
至 平成29年12月31日)

当事業年度
(自 平成30年１月１日
至 平成30年12月31日)

役員報酬 127,500千円 122,400千円

給料手当 71,861千円 64,268千円

賞与 5,495千円 2,553千円

賞与引当金繰入額 250千円 803千円

報酬手当 107,713千円 101,429千円

地代家賃 156,446千円 156,836千円

支払手数料 44,801千円 51,459千円

減価償却費 28,177千円 11,364千円
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(有価証券関係)

前事業年度(平成29年12月31日)

子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式4,072,978千円)は、市場価格がなく、時価を把握する

ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

 

当事業年度(平成30年12月31日)

子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式4,072,978千円)は、市場価格がなく、時価を把握する

ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

 

(税効果会計関係)

１　繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

 

 
前事業年度

(平成29年12月31日)
当事業年度

(平成30年12月31日)

繰延税金資産   

試験研究費 952,308千円 1,092,090千円

繰越欠損金等 713,733千円 736,712千円

投資有価証券評価損 15,754千円 15,636千円

貸倒引当金繰入額 600,541千円 681,971千円

関係会社株式評価損 4,190,870千円 4,159,626千円

賞与引当金 1,196千円 2,975千円

退職給付引当金 20,949千円 20,810千円

株式報酬費用 58,934千円 53,959千円

減価償却超過額 5,726千円 9,569千円

固定資産減損 149,196千円 120,398千円

その他 29,070千円 32,523千円

繰延税金資産  小計 6,738,281千円 6,926,277千円

評価性引当額 △6,708,731千円 △6,709,496千円

繰延税金資産  合計 29,550千円 216,781千円
 

 

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳

 

 
前事業年度

(平成29年12月31日)
当事業年度

(平成30年12月31日)

法定実効税率 30.9％ △30.6％

(調整)   

永久差異(交際費等) 8.5％ 0.5％

永久差異(連結子会社受取配当金) △214.0％ △1.0％

住民税均等割等 1.5％ 0.0％

国外源泉税額 18.5％ 3.4％

評価性引当の増減 120.6％ 0.1％

その他 △15.9％ 6.0％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △49.9％ △21.6％
 

 

(重要な後発事象)

　　該当事項はありません。
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④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類
当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期償却額
(千円)

当期末残高
(千円)

減価償却累
計額(千円)

期末取得価
額(千円)

有形固定資産        

建物 30,313 622 ― 11,193 19,743 33,802 53,545

        

構築物 1,767 ― ― 353 1,413 1,492 2,906

        

車両運搬具 ― 969 ― 80 888 80 969

        

工具、器具及び備品 915 1,400 ― 373 1,941 1,731 3,672

        

土地 1,834,758 ― ― ― 1,834,758 ― 1,834,758

        

建設仮勘定 ― 3,566 ― ― 3,566 ― 3,566

        

有形固定資産計 1,867,754 6,558 ― 12,001 1,862,311 37,107 1,899,418

        

無形固定資産        

ソフトウエア 19,735 ― ― 4,464 15,270 ― ―

        

その他無形資産 699 ― ― 51 647 ― ―

        

無形固定資産計 20,434 ― ― 4,516 15,918 ― ―

        
 

 

 
 

 

【引当金明細表】

 

区分
当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金 1,946,649 280,775 ― 2,227,425

賞与引当金 1,400 2,203 1,400 2,203
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

 連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

 
(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

 

事業年度 １月１日から12月31日まで

定時株主総会 ３月中

基準日 12月31日

剰余金の配当の基準日 ６月30日、12月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り  

取扱場所
(特別口座)
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号  三井住友信託銀行株式会社  証券代行部

株主名簿管理人
(特別口座)
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号  三井住友信託銀行株式会社

取次所 ―

買取手数料 無料

公告掲載方法
電子公告とする。ただし、やむを得ない事由により電子公告によることができない場
合は、産経新聞に掲載する方法により行う。
公告掲載URL  http://www.at-global.com

株主に対する特典 該当事項はありません。
 

(注)  当社は定款において単元未満株主の権利を制限しており、次に掲げる権利以外の権利を行使することができま

せん。

①  会社法第189条第２項各号に掲げる権利

②  取得請求権付株式の取得を請求する権利

③  募集株式又は募集新株予約権の割当を受ける権利
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第７ 【提出会社の参考情報】

 

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、親会社等はありません。

 

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。

 

(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度　第31期(自　平成29年１月１日　至　平成29年12月31日)　平成30年３月30日関東財務局長に提出

(2) 内部統制報告書及びその添付書類

平成30年３月30日関東財務局長に提出

(3) 四半期報告書及び確認書

第32期第１四半期(自 平成30年１月１日 至 平成30年３月31日)　平成30年５月15日関東財務局長に提出

第32期第２四半期(自 平成30年４月１日 至 平成30年６月30日)　平成30年８月14日関東財務局長に提出

第32期第３四半期(自 平成30年７月１日 至 平成30年９月30日)　平成30年11月14日関東財務局長に提出

(4) 臨時報告書

平成30年３月30日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づ

く臨時報告書であります。

平成30年５月14日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び第19号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー

の状況に著しい影響を与える事象の発生)の規定に基づく臨時報告書であります。

平成30年６月27日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び第19号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー

の状況に著しい影響を与える事象の発生)の規定に基づく臨時報告書であります。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

 

 

平成31年３月28日

アライドテレシスホールディングス株式会社

取締役会  御中

有限責任監査法人トーマツ
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 茂   木 　浩　 之 印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 髙　　橋 　篤　　史 印

 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 菊　　池 　寛　　康 印

 

 
＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるアライドテレシスホールディングス株式会社の平成30年１月１日から平成30年12月31日までの連結会計年度の連結

財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結

キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表につ

いて監査を行った。

 

連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を

策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、

当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用

される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リス

ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する

内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見

積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ア

ライドテレシスホールディングス株式会社及び連結子会社の平成30年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了

する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認

める。
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＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、アライドテレシスホールディ

ングス株式会社の平成30年12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 

内部統制報告書に対する経営者の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告

に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の

基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施

することを求めている。

内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する

ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重

要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評

価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、アライドテレシスホールディングス株式会社が平成30年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有

効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の

評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示している

ものと認める。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 
 

※１ 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。

２ XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
 

 

 

平成31年３月28日

アライドテレシスホールディングス株式会社

取締役会  御中

有限責任監査法人トーマツ
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 茂   木 　浩　 之 印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 髙　　橋 　篤　　史 印

 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 菊　　池 　寛　　康 印

 

 
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるアライドテレシスホールディングス株式会社の平成30年１月１日から平成30年12月31日までの第32期事業年度の財

務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表

について監査を行った。

　

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、

これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監

査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。

財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検

討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も

含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アライ

ドテレシスホールディングス株式会社の平成30年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営

成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以  上
　

 

※１ 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。

２ XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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